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序     文 
 

日本国政府は、ベトナム社会主義共和国政府の要請に基づき、ベトナム国「全国水環境管理能

力向上プロジェクト」を実施することを決定しました。 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、技術協力の実施に先立ち、本件協力を円滑かつ効果的

に進めるため、当機構の地球環境部環境管理グループ環境管理第一課長鈴木和哉を団長とする詳

細計画策定調査団を2009年2月24日から3月21日まで現地に派遣し、その後本プロジェクト実施に

係る討議議事録（R/D）及び協議議事録（M/M）を2010年1月に署名・交換しました。 

本プロジェクトでは、天然資源環境省（MONRE）の水環境管理政策の立案能力強化（成果1）、

地方省天然資源環境局（DONRE）の水汚染対策の執行能力強化（成果2、成果3）、DONREの市民・

産業界への水環境の啓発能力強化（成果4）、MONRE/DONREの情報管理・活用能力強化（成果5）

の各成果を設定し、2010年6月末から長期専門家を派遣、3年間の予定で活動を開始しています。 

JICAは2010年9月26日から11月2日まで現地に運営指導調査団を派遣し、対象DONRE（ハノイ、

ハイフォン、フエ、ホーチミン、バリアブンタウ）の水汚染対策の執行に係る現状・体制・能力

を把握するとともに、各DONREによる今後約3年間の水汚染対策活動の行動計画（アクションプラ

ン）を作成する支援を行いました。 

本報告書は、上記調査の結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクト実施にあたり、

広く活用されることが期待されます。 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成22年12月 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部長 江島 真也 
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第１章 運営指導調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベ」国と記す）では、近年の飛躍的な経済成長に伴う工業化、

都市化により、ハノイ、ホーチミン等の主要都市や地方都市において、未処理の産業排水、生活

排水等の流入による河川、湖、運河等の汚染が深刻な問題となっている。 

このような状況の下、「ベ」国政府は1993年に環境保護法を公布（2005年改正）し、水、大気、

廃棄物等に係る環境基準を整備したほか、環境・資源の管理強化を目的に2002年に天然資源環境

省（Ministry of Natural Resources and Environment：MONRE）を設立した。排水課徴金に係る政令

（Decree No. 67）や重点汚染企業の汚染対策に係る首相決定（Decision No.64）を制定するなど、

汚染対策執行のための制度整備も進めている。 

その一方で、中央政府の環境管理の責任機関であるMONREが、法制度執行の現場である地方の

環境問題の特質、地方政府の環境部門の力量を十分把握せずに理想的・理論的な制度を策定する

傾向があること、また法制度の執行に必要な実施細則の整備が不十分なため、策定された制度が

実際の執行につながっていないなど、急速な制度整備に起因する諸問題も顕在化してきており、

水環境管理政策の効果的な実施が困難な状況にある。 

さらに、地方省のトップ、企業経営者は短期的な経済的利益を追求するために環境保全及び法

律遵守への認識が十分でないという根本的な問題があるなか、地方省政府の天然資源環境局

（Department of Natural Resources and Environment：DONRE）は、概して人員、人材、予算の不足、

適切な環境管理に必要な経験・技術力が不足しているなど、水環境管理行政を執行していく上で

の能力強化が遅れており、政策の実施が困難な状況となっている。 

このような背景から「ベ」国政府はわが国に対し、MONRE/DONREの水環境管理行政に係る能

力強化について技術協力を要請した。これを受けて、JICAは詳細計画策定調査を2009年2月から3

月にかけて実施、本プロジェクト実施に係る討議議事録（Record of Discussions：R/D）及び協議議

事録（Minutes of Meeting：M/M）を2010年1月に署名・交換した。本プロジェクトでは、MONRE

の水環境管理政策の立案能力強化（成果1）、DONREの水汚染対策の執行能力強化（成果2、成果3）、

DONREの市民・産業界への水環境の啓発能力強化（成果4）、MONRE/DONREの情報管理・活用能

力強化（成果5）の各成果を設定し、2010年6月末から長期専門家を派遣、3年間の予定で活動を開

始している。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査では、下記事項について調査、関係機関と協議を行い、その結果を第1回合同調整委員会

（Joint Coordinating Committee：JCC）において確認し、合意を得ることを目的とする。 

    

（１）本プロジェクトの成果2に関し、対象DONRE（ハノイ、ハイフォン、フエ、ホーチミン、バ

リアブンタウ）の水汚染対策の執行に係る現状・体制・能力を把握するとともに、各DONRE

が今後約3年間の水汚染対策活動の行動計画（アクションプラン）を作成する支援を行い、本

プロジェクトで彼らが達成したいと考える活動・目標について明確にする。 

あわせて、成果3に関し、対象DONREとして想定しているハノイDONREについて効果的な

水質汚濁対策（成果3）の現況・能力について確認を行う。 
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（２）成果1に関し、主にMONRE/DONRE関係部局と協議を行い、今後の活動方針を明確にする。 

 

なお、成果1～5・活動内容については、以下に掲げるプロジェクト・デザイン・マトリックス

（Project Design Matrix：PDM）を参照。 

    

表１－１ プロジェクト・デザイン・マトリックス 

    
プロジェクト名：ベトナム社会主義共和国「全国水環境管理能力向上プロジェクト」 
プロジェクト期間：2010年6月～2013年6月（3年間） 
プロジェクト対象地域：ハノイ、ハイフォン、ホーチミン、バリアブンタウ、フエ 
裨益者：天然資源環境省（MONRE）並びに対象地方省の天然資源環境局（DONRE）（対象DONRE：ハノイ、

ハイフォン、ホーチミン、バリアブンタウ、フエ） 

 

プロジェクト要約 指標 入手手段 外部条件 

上位目標    
MONRE及び全国のDONREの水環境

管理に係る執行能力が強化される。 
 
* MONREの能力とは、政策・制度の執行

能力を含む。 

1. 排水課徴金の徴収率の向上 
2. 改善命令/行政指導による対応・改

善率の向上 
3. 排水基準遵守率の向上 
 

MONRE及び 
DONREデータ 
 

プロジェクト

において策定

された改善案

が正式に法制

化される。 
 

プロジェクト目標    
MONRE及び対象DONREの水環境管

理に係る行政執行能力*が強化され

る。 
 
＊本能力が包含する意味は以下のとおり。 

MONRE – 政策・制度立案能力並びに情

報管理・活用能力 

DONRE – 基礎的な水汚染対策執行能

力、対策策定能力、環境啓発活動実施能

力、情報管理・活用能力 

水環境管理に係るMONREの政策・制

度立案能力、対象DONREの執行能力

について、MONRE・対象DONREの自

己評価結果の向上 
 
* 能力評価をプロジェクト開始時、中間、

終 了 時 に実 施。 評 価 は MONRE 及 び

DONREの自己評価並びに日本人専門家

による評価。 

 

プロジェクト開

始時、中間、終了

時における、 
MONRE 並 び に

対象DONREへの

アンケート調査 
 

本プロジェク

トで得られた

成果物及び教

訓が全国の他

DONREに普及

され、受け入れ

られる。 
 

成果    
1-1 抽出された水環境管理政策・制度

の改善課題のうち、策定された改善案

の数（○件以上） 
1-2 MONREにより受理/承認された改

善案の有無 
1-3 より執行性の高い政策・制度開発

の検討過程と手法が開始時との比較

において向上する。 
 
（以下、成果2の各活動実施省におい

て） 

1-1 MONREから

のヒアリング 
1-2 MONREから

のヒアリング 
1-3 1-3の活動成

果品及び評価時

における追加調

査 
 

1. 対象省人民

委員会が協力

活動にコミッ

トメントする。

 
2. 対 象 省 の

DOIT、環境警

察等の関連部

門の協力が得

られる。 

1）執行性の高い水環境管理政策・政

策手段を立案するMONREの能力が向

上する。 
2）対象各DONREにおける基本的な水

汚染対策執行能力（環境モニタリン

グ、汚濁源インベントリー、汚濁源イ

ンスペクション）が強化される。 
3）対象DONREにおける効果的な水汚

染対策を策定する能力が強化される。 
4）対象DONREの市民、産業界に対す

る水環境の啓発能力が強化される。 
5）MONRE・DONREの情報の管理・

活用能力が強化される。 
【モニタリング】 
2-1-1 モニタリングガイドライン等

で規定されている要求（測定項目、地

点数、実施頻度等）の充足度が高まる。

2-1-2 モニタリングの精度の向上 
 

2-1-1 モ ニ タ リ

ング報告書 
2-1-2 活 動 2-3-5
の モニタリング

結果の解析、評価

に関する報告書 
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 【インベントリー】   
 2-2-1 改定されたインベントリーフ

ォーマットに記載された主要な汚濁

源情報の数 
2-2-2 追加・更新すべき情報のイン

ベントリーに適正に記載された数 
 

2-2-1 イ ン ベ ン

トリー 
2-2-2 イ ン ベ ン

トリー 
 
 

 

2-3-1 キ ャ パ シ

ティ・アセスメン

ト結果 
2-3-2 イ ン ス ペ

クション実施報

告書 
2-3-3 イ ン ス ペ

クション活動計

画と実施報告書 
2-3-4 改善命令 /
行政指導実施報

告書 
 

 

3-1 対象DONRE
に対するヒアリ

ング 
3-2 人民委員会

への報告書 
3-3 対策案骨子

とヒアリング 
 

 

4-1 環境意識調

査報告書、メディ

ア報道件数記録 
4-2 啓発ツール 
4-3 イベント開

催記録 
4-4 活動計画の

実施記録 
 

 

 【インスペクション】 
2-3-1 キャパシティ・アセスメント

（組織・個人）の評価の向上（開始時

との比較） 
2-3-2 インスペクションによる主要

汚濁源の捕捉率 
2-3-3 活動計画の実施率 
2-3-4 改善命令/行政指導に応じて対

策を講じた企業/事業所の数 
 
3-1 対象DONREにおける対策検討

グループの設置・維持 
3-2 対策案骨子の策定状況の人民委

員会への報告回数（○回以上） 
3-3 対策案骨子の省政府への提出 
 
4-1 対象省における、市民、産業界

の環境意識の向上、メディアの報道件

数（プロジェクト開始時のベースライ

ン値との比較実施を行う。～環境啓発

活動イベント等を活用～） 
4-2 市民向け、産業界向けの啓発ツ

ール作成の数と活用度 
4-3 新たに作成されたツールを活用

したイベントが開催数（○回以上）

4-4 活動計画の実施率 
 
5-1 MONRE-DONRE間のコミュニケ

ーション頻度・内容・フィードバック

の改善度（ベースラインとしてのアン

ケート調査の実施） 
5-2 改善案の実施検討を目的とした

MONRE内ワーキンググループの設置

 

5-1 アンケート

調査結果 
5-2 MONREから

のヒアリング 

 

活動 投入   

   1-1 国レベルの環境管理政策・政策

手段の基礎的な情報を収集し、基本的

な分析を行い、課題を整理する。 
日本側 
1）長期専門家 

-プロジェクトリーダー/水環境行政

-水環境管理/業務調整 

  

1-2 対象DONREにおける環境管理

政策・政策手段の執行上の問題点を調

査し、課題を整理する。 

1-3 活動1-1、活動1-2の結果を基に、

水環境管理政策・政策手段をレビュー 

2）短期専門家 
-水環境行政（地方省レベル） 
-情報管理 

  
 

し、MONREの（特に産業汚染に係る）

水環境政策・政策手段の執行上のパフ

ォーマンス評価を行う。 

3）短期専門家チーム 
-総括 
-水環境管理/副総括 

 前提条件 
1. ベトナム国

政府における水

1-4 MONRE及びDONRE職員を対象

に、水環境管理政策・政策手段につい

て調査・研究手法、開発策定方法、レ 

-水環境モニタリング 
-水質分析/QAQC、 
-汚濁源インベントリー 

 環境改善の戦略

的位置づけが低

下しない。 
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-汚濁源インスペクション 
-環境啓発 

  

4）現地国内ワークショップ（全体：

年X回（ハノイ）、地方：年X回×3カ
所（北部・中部・南部））※ 

 2. MONRE 、

DONREのカウ

ンターパート

ビュー・改訂方法に係る研修を行う。 
1-5 水環境管理政策・政策手段の改

善素案を作成する。 
1-6 成果2、成果3に係る活動実施結

果についての意見を聴取し、かつ結

果・教訓を共有するためのワークショ

ップを実施する。 
1-7  1-5で策定された改善素案を見

直す。 
1-8  水環境管理政策・政策手段の改

善案を提案する。 
 
2-1  対象各DONREの基本的な水汚

染対策執行能力に係るキャパシテ

ィ・アセスメントを行う。 
2-2  対象各DONREにおいて 3課題

（環境モニタリング、汚濁源インベン

トリー、汚濁源インスペクション）の

うち、主として取り組む課題を決め、

活動内容を抽出する。 
2-3  対象各DONREにおいて2-2にお

いて抽出された活動内容を実施する。 
 

5）本邦研修 年X回×3年（各DONRE
＋MONRE） 
6）機材 ：必要最小限の機材 
7）ローカルコンサルタント 
※ 基本的に毎年度、年度後半に実施

するJCCにあわせて開催し、各地域に

おける進捗の共有及び各地方DONRE
の抱える課題の共有、そして、MONRE
への発信を目的として開催。全国への

普及という次の展開への布石。 
 
ベトナム側 
1）カウンターパートの配置 
MONRE：成果１、成果３、成果５ 
DONRE：成果２、成果３、成果４、

成果５ 
2）MONRE及び各DONREにおけるプ

ロジェクトの執務スペース並びに資

機材確保 
3）必要経費（例：ワークショップ、

セミナー開催場所・機材、カウンター

パートの国内出張費用、カウンターパ

ートの給料等ローカルコスト、プロジ

ェクトで供与される機材の維持管理

費用） 

 が配置される。

課題1 環境モニタリングの活動 
課1-1 モニタリングガイドライン・マ

ニュアル(1)をレビューする。 
課1-2（必要に応じて改良を加えた）

上記ガイドラインに基づき、地域性を

加味したモニタリング計画を策定す

る 
課1-3定期的なモニタリングを計画に

沿って実施する。 
課1-4モニタリングに係る研修（信頼

性向上のための品質管理等を含）を実

施する。（注：対象DONREによって内

容変更必要～ラボの有無、分析作業外

注の有無など）。 
課1-5 モニタリング結果を解析、評価

し、モニタリング計画へのフィードバ

ックを行う。 
（1）河川流域水環境管理調査・VASTプロジ

ェクトで策定されたマニュアル・ガイ

ドラインを含む 

 

   

課題2 インベントリーの活動 
課2-1 対象DONREの汚濁源インベ

ントリに係るキャパシティ・アセスメ

ントを行う。 
課2-2 既存のインベントリーフォー

マット(2)を基に、各DONREの現状に

即した改定作業を行う。 
課2-3 改定したインベントリーフォ

ーマットを活用し、主要汚濁源のイン

ベントリー調査を行う。 
課2-4 主要汚濁源に関する情報を整 
備する。 
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課2-5 定期的に主要汚濁源のインベ

ントリー調査を対象DONREが主

体となって行い、主要汚濁源に関

する情報を追加・更新する。 

   

（2）既存のインベントリーフォーマット及

び河川流域水環境管理調査で策定され

たインベントリーフォーマットを想定。 

 

   

課題3 インスペクションの活動 
課3-1 対象DONREのインスペクシ

ョンに係るキャパシティ・アセスメン

トを行う。 
課3-2 既存のインスペクション・ガ

イドラインをレビューする。 
課3-3 （必要に応じて改良を加えた）

上記ガイドラインに基づき、及びイン

ベントリー調査の結果も活用し、イン

スペクション計画を策定する。 
課3-4 有効なインスペクション実施

のための研修を実施する。 
課3-5  インスペクション結果に対す

る行政措置の判断基準を明確にする。 
課3-6 課3-1～課3-5を踏まえたイン

スペクションを実施する。 
課3-7  対象DONREが課3-6に基づき

改善命令/行政指導を行う。 
 

   

3-1 対象省における各種対策の先行

事例も含め、水汚染対策執行パフォー

マンスを評価し、課題を整理する。 
3-2 1-5で策定された改善素案の対

象省への適用可能性を検討し、3-3以
降の活動を行う対象省を絞込む。 
3-3 効果的な水汚染対策を策定する

対象地域あるいは対象産業群を特定

する。 
3-4  効果的な水汚染対策のための対

策案骨子を策定する。 
 

   

4-1 対象省における環境啓発活動に

係る体制、実施状況をレビューし、分

析を行う。 
4-2 対象省におけるDONREの水環

境分野における環境啓発活動計画を

策定する。 
4-3 活動4-2の活動計画に基づき、環

境啓発活動を実施する。 
4-4 活動結果をレビューし、環境啓

発活動計画に反映し、活動を継続す

る。 
 

   

5-1 水環境管理に関連する情報の収

集・管理・政策実施への反映について

実施状況をレビューし、課題を抽出す

る。 
5-2 MONRE・DONREが行政・施策 
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のために必要とする情報の優先づけ

を行う。 
5-3 全DONREから収集する報告の

仕組み（フォーマット、報告媒体、回

数等）について改善方策を策定する。 
5-4 改善された情報収集の仕組みで

試行的に対象DONREから情報収集を

行い、MONREにおいてその情報の活

用を図る。 
5-5 活動5-4の結果を関係者で共有

するワークショップを行う。 
5-6 MONREが上記改善案を実施に

移すプロポーザルを策定する。 
 

   

 

１－３ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 所 属 現地滞在期間 

野田 英夫 団長/総括 

 

JICA地球環境部 環境管理グループ 

環境管理第1課長 

10月24日～11月1日

今井 千朗 国内支援委員 JICA 国際協力専門員 10月11日～29日 

山本 充弘 

 

国内支援委員 

 

（社）海外環境協力センター 参与 

 

9月26日～10月1日 

10月20日～29日 

西宮 康二 

 

国内支援委員 

 

（社）海外環境協力センター 業務部長 

 

9月26日～10月1日 

10月25日～29日 

亀海 泰子 水環境管理計画1 国際航業株式会社 

環境マネジメント部水質環境グループ 

9月26日～10月29日

和田 徹雄 水環境管理計画2 （株）日水コン 海外事業部技術部 9月26日～10月29日

川田 亜希子 

 

協力企画 

 

JICA地球環境部 環境管理グループ 

環境管理第1課 主任調査役 

10月24日～11月1日

 

JICA長期専門家（現地参団） 

氏 名 担当分野 

大林 重信 プロジェクト･リーダー/水環境政策 

牛見 さおり 業務調整/環境管理 

 

１－４ 調査日程及び実施体制 

１－４－１ 現地調査期間 

2010年9月26日（日）から2010年11月1日（月）にわたって現地調査を実施した。詳細につい

ては下記日程表を参照。 
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表１－２ 運営指導調査日程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Koji
Nishimiya

Mr. Mitsuhiro
Yamamoto

Ms.Yasuko Kamegai Mr. Tetsuo Wada
Mr. Senro

Imai
Mr. Hideo

Noda
Ms. Akiko
Kawata

Mr.Shigenobu
Obayashi

Ms. Saori Ushimi

9/26/2010 Sun

9/27/2010 Mon

9/28/2010 Tue

9/29/2010 Wed

9/30/2010 Thu

10/2/2010 Sat

10/3/2010 Sun
15:30 Hanoi-> 17:30 HCM
(VN255)
->BRVT

19:20 Hanoi-> 20:30 Hue
(VN247)

Hanoi-> Hue
Hanoi-> HCM->
BRVT

10/4/2010 Mon

9:30-12:00 Meeting with
BRVT DONRE
14:00-16:00 Meeting with
BRVT EPA

9:30-10:30 Meeting with
Hue PPC
14:00-16:30 Meeting with
Hue DONRE

Same with Mr.
Wada

Same with Ms.
Kamegai

10/5/2010 Tue
7:30-15:30 Site Survey of
BRVT

9:30-11:30 Meeting with
Hue EPA
14:00-15:00 Meeting with
Hue WRMD
15:30-16:30 Meeting with
Hue Inspection Dept

Same with Mr.
Wada

Same with Ms.
Kamegai

10/6/2010 Wed

8:00-11:00 Meeting with
BRVT WRD
14:00-16:00 Meeting with
BRVT Inspection Dept.

9:15-10:30 Meeting with
Hue EPA
15:00-17:00 Meeting with
Hue EPA

Same with Mr.
Wada

Same with Ms.
Kamegai

10/7/2010 Thu

8:00-10:30 Meeting with
BRVT Monitoring Center
14:00-17:00 Meeting with
BRVT DONRE

8:00-15:30 Site Survey of
Hue with EPA

Same with Mr.
Wada

Same with Ms.
Kamegai

10/8/2010 Fri
8:00-9:30 Meeting with
BRVT Env Police

11:15-12:30 Meeting with
Hue EPA
16:55 Hue -> 18:15
HCM(VN253)

Same with Mr.
Wada

Same with Ms.
Kamegai

10/9/2010 Sat
BRVT-> 14:00 HCM->
16:00 Hanoi (VN222)

BRVT-> 14:00 HCM-
> 16:00 Hanoi
(VN222)

10/10/2010 Sun

10/11/2010 Mon
Preparing the activities plan
for Hai Phong and BRVT

9:30-11:30 Meeting with
HCM DONRE
14:00-16:30 Meeting with
HCM MED

10:30 Narita->
14:30 HCM
JL5133

Same with Mr.
Wada

Preparing the
activities plan for Hai
Phong and BRVT

10/12/2010 Tue
Preparing the activities plan
for Hai Phong and BRVT

Same as left
Preparing the
activities plan for Hai
Phong and BRVT

10/13/2010 Wed
Preparing the activities plan
for Hai Phong and BRVT

Same as left
Preparing the
activities plan for Hai
Phong and BRVT

10/14/2010 Thu
Preparing the activities plan
for Hai Phong and BRVT

Preparing the
activities plan for Hai
Phong and BRVT

10/15/2010 Fri

9:30-12:00 Meeting with
Hanoi DONRE
14:00-16:00 Meeting with
CENMA

Survey of Hanoi
DONRE(EP)

10/16/2010 Sat

10/17/2010 Sun

10/18/2010 Mon
9:00-11:00 Meeting with
Hanoi Inspection Dept.

Same with Ms.
Kamegai

Same with Ms.
Kamegai

10/19/2010 Tue
9:00-11:00 Meeting with
Hanoi EPA

Same with Ms.
Kamegai

Same with Ms.
Kamegai

10/20/2010 Wed
12:00 Narita ->
15:30 Hanoi JL5135

9:00-11:30 Meeting with
Hanoi DONRE

Same with Ms.
Kamegai

Same with Ms.
Kamegai

10/21/2010 Thu

10/22/2010 Fri

10/23/2010 Sat

10/24/2010 Sun

10/25/2010 Mon
17:00 Narita -->
21:00 Hanoi
JL751

10/26/2010 Tue

10/27/2010 Wed

10/28/2010 Thu 14:00 Meeting with Hanoi
Planning activites of each
DONRE @ JICA office

14:00 Meeting
with Hanoi

14:00 Meeting
with Hanoi

Planning activites @
JICA office

10/29/2010 Fri

10/30/2010 Sat

10/31/2010 Sun

11/1/2010 Mon

11/2/2010 Tue

Meeting with each DONRE for planning activities: 10:00 meet with Haiphong DONRE, 13:00 meet with Hue DONRE, 15:00 meet with HCM DONRE, 17:00 meet with BRVT DONRE
23:30->Narita (Mr. Yamamoto, Mr. Imai, Mr. Wada, Ms. Kamegai) (Mr. Nishimiya for another mission)

Planning activites of each DONRE
Additional survey of DONRE  (if necessary) @JICA office

Meeting with VEA
Additional Survey of DONRE(if necessary)

Planning Activities for each DONRE  @JICA office

Planning activites of each DONRE @ JICA office

11:00 Narita --> 14:30 Hanoi
JL5135

Planning activites of each DONRE @ JICA office

Planning activites of each
DONRE @ JICA office

Planning activites of each
DONRE @ JICA office

9:30-11:30 Meeting with HCM Inspection
Dept.

14:00-16:00 Meeting with HCM WR&MM

8:00-16:00 Site Survey with HCM EMD

Preparing the activities
plan for Hue and HCM

@ JICA office

11:35 Narita --> 15:15 Hanoi JL751

10/1/2010

8:30-12:00 Meeting with Hai Phong DONRE
14:00-15:30 Meeting with Hai Phong DONRE

Move to Hanoi

9:30-10:00 Reporting to JICA office
10:30 Meeting with Dr. Dong at VEA
14:00 1st JCC Meeting
23:55 ->Narita  (Mr. Noda, Ms. Kawata)

23:30 Hanoi->

Mission Members JICA Experts

Same as left

Same as left

Fri

8:20-12:00 Meeting with Hai Phong DONRE
14:00-15:00 Meeting with HACEM

06:45 Narita JL752

Planning activites of each DONRE  @ JICA office

9:30-11:30 Meeting with HCM DONRE
17:30 HCM -> 19:30 Hanoi (VN756)

8:30-10:00 Meeting with CEID
10:00-11:30 Center for Environmental Training
14:00-16:00 Meeting with ID

9:00-11:00 Meeting with PCD
13:30-15:00 Meeting with ISEM

8:30-10:00 Meeting with DWRM
10:00-11:30 Meeting with EIA Dept.
14:00-16:00 Meeting with ISD

Same as left

Same as left

9:30-11:30 Overall meeting with MONRE
13:30-15:00 Meeting with CEM
15:00-16:30 Meeting with DWEP

9:30-10:30 Meeting with JICA office
14:00-16:00 Meeting with VEA

9:00-12:00 Meeting with Counterparts (MONRE&DONRE)
-Explanation of the purpose of survey and request for cooperation

18:00-19:00 Meeting with the World Bank
Hanoi --> Hai Phong

06:55 Narita JL752

Preparation for the meeting with MONRE

Same as left

9:30-11:30 Meeting with HCM EMD
14:00-16:30 Meeting with HCM

EPA&EMD
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１－４－２ 実施体制 

成果2の活動は対象DONREが北部（ハノイ、ハイフォン）・中部（フエ）・南部（ホーチミン、

バリアブンタウ）の5カ所にわたっていることから、まずハイフォンDONREについて団員全員で

調査にあたり、他のDONREについては2チームに分かれて現地調査を行い（ただし、いずれも総

括、協力企画団員は除く）、最後に、調査団員全員でハノイにおいて各DONREとアクションプラ

ンの内容について最終確認・協議を行った。ハノイについては、成果2とあわせて成果3の活動

についても活動のねらい、概要を説明し、先方と共通理解を得た。 

また、成果1に関しては、主にMONREとJICA長期専門家により協議を行った。 

 

１－５ 調査の基本方針 

以下の基本方針をもって本調査を実施した。 

 

１－５－１ 調査の実施方針 

（１）成果1 

成果2及び成果3の検討を踏まえつつ、長期専門家を中心にMONREと今後の活動に関する

①基本原則、②政策レビューの準備活動、③新規政策に関する提言策定過程について検討

し、現時点での基本的な合意を形成する。 

 

（２）成果2 

・ 対象各DONREの主体性を尊重し、かつ、自発的な対応を引き出すために、2年半にわ

たる本プロジェクトにおけるアクションプランの概要について、DONREが事前に（調

査団による現地調査前に）検討する。 

・ 対象各DONREが、現状の行政執行能力のレベルを把握し、それぞれのレベルに見合っ

た目標設定とその目標を達成するためのDONREの活動項目の検討を行い、計画を作成

することを支援するために、行政執行能力レベルを「3要素・4段階の参照マトリック

ス」（付属資料3参照）に分解したテーブルを調査団で用意し、各DONREの検討を支援

する。 

・ 各DONREに対する質問票の作成においては、同質問事項に答える過程で、標記マトリ

ックスの内容を十分に理解した上で、それぞれのレベルに見合った活動及び計画の検

討に資するような構成と内容をもったものにする。 

・ 現地調査では、対象各DONREの汚染源対策への取り組み状況、標記3要素に関連した

諸システムや行政ツールの適用・運用状況、直面している重要課題や困難の確認に加

え、DONREや人民委員会の独自の環境管理関連計画等をヒアリング、協議を通して詳

細に把握する。さらに、DONREが検討した活動及び計画の概要を基に、本プロジェク

トのアクションプラン（案）に組み入れる活動項目に関するアドバイスを適宜行う。 

・ 上記協議を基に各DONREにアクションプラン（案）を作成してもらい、本案を基に調

査団は各DONREと協議を行い、最終案を作成する。 

・ 各DONREが作成したアクションプラン（案）に対する調査団の修正意見・最終案等は、

MONREのベトナム環境総局（Vietnamese Environment Administration：VEA）と共有し、

DONREのアクションプラン最終案の円滑な協議・合意形成を図る。 
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１－５－２ 調査において確定・方針とした事項（成果2・成果3） 

（１）モニタリング 

・ 各DONREが毎年策定するモニタリング計画を尊重し、調査団からモニタリングポイン

ト、モニタリングパラメーター、モニタリング頻度に対する拡大・増大の要求は基本

的に行わない。この方針は、「ベ」国側のカウンターパート（Counterpart：C/P）予算が

確保されない可能性がある第1年次の活動に関して特に重要である。 

・ 協力の重点は、データの信頼性の向上、モニタリングの諸データの行政への活用を図

る能力の向上に置く。能力向上の対象の具体的イメージは3要素・4段階の活動マトリ

ックスの第1要素（モニタリング）に掲げられており、これらを参照して各DONREが取

り上げる活動の検討を行うこととする。 

・ 能力向上の機会として、基礎から応用までの研修をDONREのニーズと能力に配慮し、

企画・実施する。 

 

（２）インスペクション 

・ 各DONREが毎年策定するインスペクション計画を尊重し、調査団から対象企業数、頻

度に対する拡大・増大の要求は基本的に行わない。この方針は、「べ」国のC/P予算が

確保されない可能性がある第1年次の活動に関して特に重要である。 

・ 協力の重点はインスペクションの質の向上、企業への対策指導、行政措置の有効性の

向上等に置く。能力向上の対象の具体的イメージは3要素・4段階の活動マトリックス

の第2要素（インスペクション）に掲げられており、これらを参照して各DONREが取り

上げる活動の検討を行うこととする。 

・ 能力向上の機会として、基礎から応用までの研修をDONREのニーズと能力に配慮し、

企画・実施する。 

 

（３）インベントリー 

・ モニタリング、インスペクションがいわゆるルーティンワークであるのに対し、汚濁

源インベントリーは各DONREにとって本プロジェクトで本格的に取り組む新たな分野

といえる。 

・ 汚濁源インベントリーのフォーマットの作成は、インベントリーの効果的な活用を左

右する重要な要素であり、各DONREの要望をよく分析し、適切なフォーマットのデザ

インを行うこととする。 

・ フォーマットが使いやすいか、目的に沿った結果が得られるかの検証をフォーマット

案作成後、適切な方法（questionnaire survey、既存代表的データの入力等）でテストし

たうえでフォーマット最終版を作成する。最終版への諸データの入力は各DONREのC/P

で行うこととする。 

・ 汚濁源インベントリーのアップデートと活用に必要な知識とスキルをDONREが備え

るために、活動において研修を実施する。 

 

（４）成果3 

・ ハノイDONREに対し、「効果的な水汚染対策」のアウトライン、活動内容、活動の展
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開プロセス、対象地域が備える要件について資料（付属資料5参照）を基に説明・協議

し、基本的な合意を得る。 

・ 具体的な対象地域に関し、標記要件を備えた候補地域が存在することを確認する。 

 

１－６ 調査結果概要 

各対象DONRE（ハノイ、ハイフォン、フエ、ホーチミン、バリアブンタウ）における基本的な

水汚染対策執行能力の強化（成果2）について、各DONRE自身でアクションプランが作成可能とな

るよう調査団からコンサルテーションを行い、それぞれ複数回のやりとりを重ねアクションプラ

ン（案）を作成した。アクションプランの内容については、プロジェクト関係者で構成するJCCに

提案・内容を確認し、関係者の署名による承認を行った（付属資料2参照）。 

それ以外の成果（成果1、3、4、5）については、成果の内容から基本的な方向性の合意形成の

みにとどまった。 

JCCのM/M（案）について、当初はJCC会議後に内容を確認し、その場で署名を行う予定であっ

たが、諸般の事情からC/P機関の責任者と十分に確認し、議論する時間がなかったなどの理由から、

会議終了後、数日以内に最終化することが先方から提案された。この提案を受けて、JCCではM/M

のカバーページのみJCC議長（副大臣兼環境総局 局長）、Project Director（環境総局 副局長）、JICA

事務所次長、JICA専門家総括の四者間で署名を行った。 

 

１－７ 特記事項 

１－７－１ 予算承認について 

今般調査を進めていくなかで、本プロジェクトの予算承認がとられていないことが判明した。

MONREは今回双方で合意した内容に基づいて予算承認の申請を行うことを確認したが、一方、

先方からは予算配賦の状況によっては各DONREが作成したアクションプランの内容について変

更を行う必要が生じる可能性があるとの説明を受けた。調査団からは、C/Pの通常業務のなかで

問題・課題を見つけ、その対応策を指導する、また業務の質を改善することを目的としている

ことから、特に追加的に先方の出費を伴わない活動であることを説明しつつ、必要に応じて活

動計画の内容を変更すべく、今回作成された各DONREのアクションプランについても「tentative」

という文言を入れることとした。 

 

１－７－２ 先方負担事項について 

上記に関連し、本プロジェクトの予算承認がとられていないために、JICA長期専門家の執務

環境が十分に整備されていないなど、大きな影響が出ている。今後、MONREが本プロジェクト

の予算申請を行うにあたり、可及的速やかに（遅くとも本格的に活動が実施される2011年2月ま

でに）予算を確保し、各地で活動を行う専門家にも適切な便宜供与（執務スペース、インター

ネット環境の整備等）が行われるよう、MONREに対し、継続的に申入れを行う必要がある（JICA

事務所から継続的にフォローを行う）。 

 

１－７－３ 機材供与について 

本プロジェクトでの機材供与の原則は、プロジェクト活動実施（C/Pの通常業務）に必須であ

り、かつ基本的な機材に限定とすることを討議議事録（R/D）時より合意している。今回の調査
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でも本原則に従い、モニタリングセンターの建設が進められている（2011年6月完工予定）が機

材整備の予定が確認できなかったフエDONREについてのみ、基本機材を整備することとした（付

属資料2参照）。なお、汚濁源の情報管理（マッピング）について、DONREが既に収集している

データや、プロジェクト活動で集められるデータを管理することを目的に、コンピュータとソ

フトウェアを必要に応じてMONRE、DONREに供与することを計画する（例えばハノイDONRE

など、既にPCを豊富に所有しているDONREには共通のソフトウェアのインストールのみを行

う）。 

一方、ハイフォンDONREからは、カナダから供与された既存機材が老朽化しているとして機

材供与の要請を何度も受けたが、現時点では既存機材を活用する形で対応する旨、先方に説明

した。 

さらに、JCCに先立って行ったProject Directorとの事前打合せにおいて、MONREとしても情報

システム管理のためのソフトウェア、活動管理のための車輌とモニタリング機器等が必要であ

るとの強い要望を受けた。調査団からは、上記機材供与の原則について伝え、車輌の供与は極

めて難しいこと説明した。 

 

１－７－４ 言語について 

今般、各DONREのアクションプラン作成にあたり、特に地方DONREでは英語による文書作成

やコミュニケーションが困難であった。アクションプランに関するコンサルテーションに英語

とベトナム語の翻訳を介する必要があり、想定以上の時間を要した。今回の経験を踏まえ、C/P

とのコミュニケーションにおいては十分な時間を確保する必要性と技術用語を含め用語が正確

に翻訳されない危険性がある（例えば、ベトナム語では水汚染と廃棄物汚染を区別しない、英

語のインスペクションはベトナム語では検査・監査両方の意味がある、など）ことに留意して、

プロジェクト活動を実施していく必要があることを確認した。 

 

１－７－５ 休日、各省のイベントについて 

活動計画の策定においては、「ベ」国の休日や各省のイベントを考慮する必要がある。「ベ」

国ではMONREやDONREなどの政府機関において年間及び定例の活動計画やミーティングが設

定されており、これらのイベントの日程は変更しにくいものである。このため、活動計画はこ

れらのイベントに十分注意し、活動と各機関のスケジュールを確認しながら行う必要がある。 
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第２章 ベトナム環境管理の概要 
 

２－１ ベトナム環境管理制度のレビュー 

「ベ」国の環境管理を代表する法制度は、1993年に公布された環境保護法（2005年改正）であ

る。この法律は、環境管理の基本原則を包含する総合的な内容をもち、国家の環境管理方針に沿

って明確な目標設定がなされている。また、共産党の政治局決議（Directive No. 36-CT/TW（1998

年6月25日付）及びResolution No. 41-NQ/TW（2004年11月15日付））において、環境保護に向けた党

としての指導方針が示されている。一方、「ベ」国憲法第29条においても環境保護は明確に規定さ

れており、環境管理に関連する国会審議などでたびたび参照されている。 

 

２－１－１ ベトナム環境管理の特徴 

「ベ」国の環境保護は、いまだにトップダウンの性格が強く、各関係機関は環境管理関連政

策の策定とそれを具現化するための政令や省令、通達などに示されているように明らかに政治

主導となっている。共産党の方針及び社会経済発展計画など背景に、環境保護法では、各省庁

がそれぞれの所掌業務の責任範囲内で環境管理を個別に担う形態となっており、これが法制度

の重複や一貫性の欠如の要因となっている。環境保護法以外に、個別法で環境保護を規定して

いるものには、土地法、森林保護開発法、水資源管理法、鉱業法などがあり、環境基準や排出

基準などと共に「ベ」国の環境管理を特徴づけている。 

 

２－１－２ 環境保護関連規則の適用 

「ベ」国の環境保護は、持続的な社会経済発展に調和のとれた形でそれぞれの主体（政府機

関から国民まで）の活動として規定されており、各主体が責任をもって環境負荷／環境悪化／

環境対策／環境改善の基本シナリオの中で予防的に対応することを基本としている。また、環

境保護は、このような法制度の中での規定のみならず、「ベ」国における社会主義イデオロギー

の中で、自然、文化、歴史などを背景にして汚染や負荷を与えた主体が改善措置をとることが

原則となっている。 

 

２－１－３ 環境保護政策の基本要素 

「ベ」国の環境保護政策の基本要素は、環境保護にかかわるすべての主体が環境保護行動を

実施すると同時に最適な環境を創造し、環境管理と組み合わせたアドボカシーを進め、自然資

源の公平な利用を推進することである。また、環境問題の影響を低減することを優先し、環境

改善に向けた投資を進め、税制面を含む環境優遇制度を適用している。さらに、環境教育やト

レーニングを通して環境管理政策実現に向けた基本要素の充実を図り、併せて環境保護に関連

する国際協力の効率を向上させ、環境保護体制を整備することにより国家の開発目標達成に向

けた環境保護能力向上させることになっている。 

 

２－２ 環境保護関連制度の現状 

環境保護に関連する法制度における規則・基準類の適用原則や政策の基本要素を基に展開され

ている環境関連制度は、現状において形式上は包括的かつ的確に整備されているように見えるも

のの、その実態は以下のようになっている。 
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２－２－１ 基本法としての環境保護法の関連個別法に対する指示、規定の弱さ 

基本法的な性格を有する環境保護法において、環境保護に関連する個別法に対する指示、関

連規定が明確でない場合が多い。例えば、環境保護法では土地使用者に環境保護を義務づけて

いるが、その要求事項が的確に規定されておらず、各主体の適正な対応を妨げている。また、

環境保護を規定する関連法制度には重複する部分が見られ、また、同時に罰則の適応がそれぞ

れの個別法で異なることも知られている。これは、環境関連の個別法策定時に基本法たる環境

保護法に基づき、一貫性を確保しながら調整する点でのインセンティブがないことが一因と推

察される。一方、これらの法制度の適用においても、例えば水環境汚染等発生時の損害に対す

る補償は、民法または環境保護法のどちらを適用するのかが明確に規定されていない。排水課

徴金などの経済ツールの運用も、「ベ」国の社会経済発展を担う市場経済化政策とバランスを欠

く面がある。 

 

２－２－２ 環境保護原則と環境保護制度及び管理システムの統一性 

「ベ」国における環境保護は、環境影響の最小化と汚染対策の実施による環境改善と並行し

て、自然資源保護とその管理、遵守義務違反への対応が均一に図られるよう努力はされている

が、「ベ」国の状況に照らし、持続可能な社会を形成する主要な要素の一つとして、環境保護の

最優先化が図られていない状態である。また、環境保護政策の具現化は、行政機関における環

境保護関連制度の整備が、政令や省令の検討といった政策面に偏っており、水環境管理の現場

における具体的な施策や手法といった環境管理システムには独自の工夫がなされているものの、

当該制度とシステムが発現すべき環境管理効果については、環境の実態（環境状況、汚染原因、

汚染負荷と水質・大気質の関連、企業の技術力・資金力、エンジニアリングファームの欠如等々）

が、科学技術に裏打ちされる形で的確に把握されていないため、本来であればその結果を反映

すべき法制度がもともと適正なものになっておらず、一方で、この適正でない法制度の執行を

支える環境管理システムもリソース不足や法制度の執行をつかさどる行政単位の指導方針など

により不適正にならざるを得ない面があり、全体として適正な環境管理システムの構築を妨げ、

また当該システムの実効性を阻害している。さらに、5カ年ごとに策定される社会経済開発計画

と環境管理政策との間の整合性の確保も十分ではなく、環境管理メカニズムとそのモニタリン

グ機能が整備されていないことも、環境管理原則と環境保護制度及び管理システムの統一性の

確保を阻害していると思われる。 

 

２－３ 環境管理制度の不十分性 

環境保護原則と環境保護制度及び管理システムの統一性において、既存の環境管理関連法制度

が環境科学技術による実態の把握と乖離しているため、本来この中間を受け持つ環境管理システ

ムが機能しないという課題があることを前述したが、ここでは、これら潜在的な制約条件の中で

「ベ」国政府が努力を傾けている環境管理制度の不十分性について検討した。 

 

２－３－１ 環境管理制度の持続可能性 

個別の環境管理関連法で規定されている環境保護事項には、重複や差異など関係者の混乱を

招くものがあり、政令や省庁の省令及び人民委員会の条例等にもこのような問題が散見される。

これは、各セクターの急激な経済発展を受け、それぞれのセクターの環境管理を所掌する中央
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から地方に至るまでの関係機関により個別に対応がなされたことにより、複雑な環境保護関連

法制度が構築されたためである。一方で、これらの環境関連制度には、DONREなど環境管理を

担う現場が機関のキャパシティや主要な汚濁源である企業等の実態が十分に考慮されなかった

ため、潜在的に社会の状況や発展レベルと整合しない部分が散見され、関連制度の持続可能性

の確保を妨げている。また、環境汚染を引き起こす行政違反行為に対して、一貫した、かつ厳

格な処罰が徹底的な実施されていないことも持続性の確保を妨げている。実際に、環境警察に

よる違反事例の摘発には、急激な増加が見られるものの環境保護法の違反行為に対して、操業

停止などの厳格な行政処分を受けた割合は少なく、環境管理の根幹をなす環境保護法の限界を

露呈しており、そのため「ベ」国独自の環境管理に向けたコンプライアンス体制の整備が必要

となっている。 

 

２－３－２ 法制度・規則の実効性 

環境保護法における環境保護違反の程度は定性的な規定にとどまっており、厳密な適用を妨

げている。環境保護法には、第32条「探査や鉱山開発の際の環境保護は、当局の許可を得て実

施する。」、第50条「都市域の開発における環境保護は、都市住宅開発計画に盛り込み、当該地

域を管轄する人民委員会が都市住戸建設法に基づき開発計画を計画し承認する。」とだけ規定さ

れているため、その解釈と適用に不適切な対応を招く余地を含んでいる。 

環境保護法の施行規則である政令80号（No.80/2006/ND-CP）の第32条から第34条にかけて、

環境保護を実現するための各組織や人民の環境保護行動（貢献）に関連する資金を手当てする

規定があるが、これを基にする環境保護費はまだ適用されていない。また、これらの条項には、

大気と廃棄物に対しての記述がないことも課題となっている。さらに、このような法制度や規

定の実効性の向上を妨げている背景には、環境保護は政府の役割であるという潜在的な意識が

あり、実際に被害が及ぶまでは一般の関心も薄く、対策を講じなければならない企業も財政的

な体力不足からそのインセンティブの発現を阻害する状況がある。 

 

２－３－３ 実践的・実効的ガイダンスの不足 

改正環境保護法には、戦略的環境影響評価（Strategic Environment Assessment：SEA）などの新

しい項目やすべての主体が環境管理に責任をもってあたるなどの理念が明示されたが、その理

念の実施をすべての主体に徹底させるには、実践的かつ実効的なガイダンスが必要となってい

る。環境保護法には、第131条第7項に規定されている「政府は環境汚染や破壊の原因追究をガ

イドする。」、第112条第2項「政府は環境税を導入しなければならない（関連施行規則が国会に

提出されたが、多くの課題が指摘され通過していない）。」、第108条第4項「科学技術省は、関係

省庁と協力し、環境保護のための科学と技術に関するガイダンス文書を発効しなければならな

い。」などの条項があり、MONREやDONREなどの環境管理関係者を中心に最大限の努力はなさ

れているが、環境管理の実効性と環境質の改善が顕著に認められる状況には至っていない。こ

のほか、環境関連の情報公開を規定した条項（第23条、第49条、第61条、第93条、第104条、第

105条）及び環境汚染に関する債務保証（第134条）に関する施行規則等の整備も十分ではない。 

 

２－３－４ 違反行為に対する罰則 

民法と環境保護法にそれぞれ規定されている罰則は一般的であり、両者には明確な違いが見
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られない。また、罰則規定が一般的であるため、違反行為の同定が困難であり、それが罰則の

適用を妨げている。さらに、両者ともに損害賠償請求により解決を図る規定が明確に示されて

いないと同時に、訴求行為者に関する規定が不明確であるため、解釈が分かれる余地を含んで

いる。一方、損害の程度を特定する定義も明確なものがないため、現状では、死亡や著しい健

康被害、深刻な環境の悪化などが発生した都度、個別に対応している状態である。罪責も同様

に、環境汚染行為の結末が、深刻、非常に深刻、極めて深刻な場合、3段階で規定されているだ

けである。 

環境管理執行責任は、すべての政府機関に義務化されている。環境保護法の中では、MONRE

が政府の包括的な環境管理をリードする役割を担う（環境保護法第3条）ことが規定されている

ものの、環境管理業務と権限が関係省庁との間で整理されておらず、同時にMONRE内部におい

ても、環境管理の中枢を担うことを目的として新たに設置されたベトナム環境総局（VEA）と

その他の既存の環境管理関連部課局の関係が、十分に整理されていない状況にある。 

地方分権化とその流れの中での効果的な環境管理機能の発現は、中央と地方の行政機関の業

務上の関係整理、責任と役割に関する関係整理、権限の整理などが不十分であり、適切な環境

管理行政執行には、人材や予算の配置と併せて管理当局の工夫と努力が必要となっている。 

 

２－４ 水環境管理施行・実施状況 

２－４－１ 法令等の整備と組織体制の強化 

近年、「ベ」国の環境行政は、環境保護法の改正（2005年）を経て、Decree、Decision、Circular

などを精力的に制定・施行しており、法令間の重複や省庁間の事務分掌の錯綜などにより業務

実施段階で多少の混乱が生じているものの、全体的に環境関連法体系の整備が整いつつある。

また、具体的施策として、Decision No.64（2003年）による企業からの汚染の処理計画に関する

首相決定、Decree No.67（2003年）による排水課徴金制度、水資源法に基づく排水許可制度など

を打ち出している。さらに、EIAの強化や罰則の強化も行ってきている。加えて、施策実施のた

めに、MONREはモニタリングガイドラインやインスペクションマニュアル（2008年）の作成も

行った。 

他方、組織体制の強化では、MONREの外局であったベトナム環境保護局（Vietnamese 

Environmental Protection Agency：VEPA）を発展的に解消し、MONRE内部に総局としてVEAを組

織するとともに、環境モニタリングセンター、環境トレーニングセンター、環境管理科学研究

所なども設立した。この状況を受けて、各地方省でも、DONREの内部に（場合によっては外局

として）環境保護局（Environment Protection Agency：EPA。地方省によっては、EPAという形態

のほか、単に支部という形態も導入されている）やモニタリングセンターの設立が進んでいる。 

 

２－４－２ 具体的施策の実施状況 

中央政府で決定した種々の施策を実行に移すのは各地方省のDONREであるため、DONREの能

力が効果に大きく影響する。 

    

（１）Decision No.64に基づく重大な汚濁源への対処 

この首相決定は、全国の地方省から申告された処理を必要とする4,295カ所の汚濁源のう

ち、短期目標として重大な汚濁源である全国439カ所に対して2007年までに汚染防止を図る
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こととし、長期目標として2012年までに残りの汚濁源に対して処理対策を施すというもの

である。短期目標に関しては、対処期間は遅れたものの、移転、閉鎖、停止、改善などに

より、現在かなりの汚濁源に対処している（例えば、バリアブンタウでは対象となる11社

のうち、1社が停止処分、8社が改善済み、2社が改善したが不十分）。 

 

（２）Decree No.67による排水課徴金制度への対処 

この制度による支払いの対象とされるのは、生活排水と産業排水である。生活排水に対して

は、水道料金を算出基礎とし、その10％以内で地方省の人民委員会（Provincial People’s 

Committee：PPC）が決定し、水道料金に上乗せして徴収される。一方、産業排水に対しては、汚

染質を発生する企業等が、四半期ごとに各地方省のDONREに料金を申告し、DONREの通知に

従って、各地方にある国庫の口座に納入する仕組みとなっている。国庫に入った額のうちの20％

が各DONREに残される（そのうち5％は徴収の事務経費、15％が翌年の排水評価や試料分析費

に充てられる）。国家予算1に組み込まれた80％分のうち、半分が中央予算として環境保護基金の

活動資金に組み込まれる。残りの半分は、地方予算として地方の環境保護事業に使用される。 

DONREは、企業等からの申告書に対して排水評価と試料分析を行うことになっており、

これができない場合は、申告内容で仮徴収を行い、後日排水評価と試料分析ができた段階

で申告値との差異により、追加徴収もしくは返還することとなっている。このように、

DONREにとってDecree No.67による排水課徴金制度の執行［工場の立地条件（例えば工場

団地内など）により、排水量（取水量に置き換えて計算されることが多い）の定義が異な

っている］は重要な業務となっているが、実際の業務実施状況は、DONREによって異なる

が、その適用は20％程度にとどまっている状況にある。例えば、企業等からの申告値に対

しては、例えばハノイ市のように工場調査により試料分析を行っているDONREもあれば、

ハイフォン市のように申告値を信頼して使用しているDONREもあるなど、DONREによって

対応が異なっている。 

なお、当該Decreeには、MONREと各地方省のDONREは全国規模で支払い対象の発生源の

試料分析と排水評価を行い、その結果をDONREが料金の支払申告書を審査する基礎とする

旨の規定が含まれているが、タイグエン省ではこの規定が適用されているものの、他の地

方省のDONREではこの規定の施行が進んでいない状況にある。 

加えて、企業等は、環境アセスメント（Environmental Impact Assessment：EIA）などの関

連規則に基づき、原料、製品、生産ライン、技術プロセス、処理施設、排水系統などを新

設・変更する場合は、DONREに報告する責任を有し、料金基準の再確認が行われる規定も

含まれている。これが十分に行われるようになれば、インベントリーのデータ更新にも大

いに役立つこととなる。 

汚染質排出工場の一定期間における汚染質排出総量をある程度の精度をもって算出する

には、排出源に対する知識（排出水量や汚染質濃度の発生プロセス、時間変動等を把握す

る必要あり）と経験（現状の状態判断）が必要である。現状のDONREの多くは、この能力

を有していないため、発生源把握に関する能力向上が今後強く求められるところである。 

                                            
1 ベトナム環境保護基金は、地方省でも国の基金分与を受け、独自に展開されるようになってきている。この場合、国の基金を

産業排水対策に充て、地方省で徴収した排水課徴金は、地方の環境管理に係る公共事業に活用される。 

 



－17－ 

（３）排水許可制度 

排水許可制度は、かつては排水を農業用水域に放流する場合に許可を必要とする制度で、

水資源法の制定に伴い、地方省の農業農村開発局（Department of Agriculture and Rural 

Development：DARD）からDONREに業務移管がなされた。DONREは、許可の交付と遵守

のチェック及び改善指導を業務とするが、許可申請そのものが十分にされていないという

実態にある（例えば、ハノイ市では10％程度）。許可申請しない大きな理由は、排水基準を

クリアできないため許可にならないということのようであるが、これに対してDONREが十

分な対応ができないというのが実態である。許可申請しない場合は罰則の適用となるが、

罰金の額が小さいため効果が薄いとされていた。しかし、2009年に新しく環境保護違反に

対するDecree No.117を公布し、罰則の強化を行ったことから、今後の許可申請の拡大が期

待されている。しかし、DONREが許可申請を待つという受け身的な対応では改善に限度が

あり、DONREが既存の事業所に加え、操業開始前の事業所のEIAの時点から積極的に行政

指導に乗り出す能力を確保していくことが求められている。 

 

２－４－３ 各地方省の業務実施状況と課題 

（１）モニタリング 

各地方省では、実施に係る組織や制度の整備が徐々に強化されつつあるが、必要な人員

の配置や予算の割り当てにおいてまだまだ十分な体制が組まれていない。モニタリング関

係の分析機器等の整備や執行経費は、決して十分とはいえず、モニタリングポイント数も

望ましい状況に至っていないところがほとんどである（例えば、ハイフォン市は河川モニ

タリングとして3河川で9ポイントしか測定していない）。分析機器の整備については、特別

市（例：ハノイ市、またホーチミン市は委託分析体制で外部に施設の整った分析機関があ

る）や大きな工業団地を有する地方省（例：バリアブンタウ省、ドンナイ省、ビンフック

省など）、特別の観光都市（例：ハロン湾を有するクアンニン省）及び今後地域の中心を担

っていく地方省（例：タイグエン省）では、ほぼ十分な分析機器が整備されている。ただ

し、バリアブンタウ省、クアンニン省など、高度な分析機器が十分に使いこなせていない

所もある。その他の地方省では、一部精力的にモニタリングセンターの強化を図ろうとし

ている所もあるが、多くは脆弱な状態にあると推測される。数年前には、MONREが拠点を

決めて分析機器の整備支援を行うとの話もあったが、現状では一部の地方省の重点的な整

備が進められている状態にとどまっている。一般にDONREでは、水質環境基準や排水基準

に重金属や有機化合物の項目を含んでいることから、原子吸光分光光度計や質量・ガスク

ロマトグラフ装置の配備を強く希望する傾向にあるが、これらの機器の整備は、初期投資

が非常に高額なうえ、消耗品、交換部品、故障時の対応など維持管理に多大な費用を必要

とするとともに、機器を扱う人材の確保及び技術の習得が必要であることから、DONREの

モニタリング計画、特に分析を必要とする検体数の今後の発生見込みなどを勘案の上、外

部への委託分析との費用対効果を検討することが必要である。 

また、モニタリング執行経費については、一般的にモニタリング担当のモニタリングセ

ンターがDONREの外局となって独立採算体制下に置かれているところもあり、DONREから

の委託費と外部（民間組織等）からの依頼などによる収益によって経費を確保するなど、

厳しい運営状況も散見される。なお、Decree No.67に基づく排水課徴金として発生源から集
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められた徴収金のうち、各地方省が環境対策に使用可能な部分もモニタリング部門にはほ

とんど配賦されない状況にあるとの意見も出されている。 

一方、MONREにおいては、MONREが作成したモニタリングガイドラインが、各DONRE

において必ずしも有効に利用されていないという現状を真摯に受け止め、打開策を検討す

るとともに、それぞれの地方省の実情に見合った形でMONREの環境モニタリングセンター

を有効に活用し、DONREのモニタリング強化に向けた支援をしていくことが強く求められ

ている（現状でのMONREの環境モニタリングセンターの活用は十分でない）。 

 

（２）インスペクション 

「ベ」国の環境分野でのインスペクションは、2004年に改正されたインスペクション法

及び環境保護法（2005年改正）に基づいて行われている。インスペクション法は環境分野

に限らずすべての分野を対象としたInspectionにかかわる法律である。環境保護法に掲げる

Inspectionにかかわる条項は、インスペクション法と整合を図るように策定されている。同

法で規定しているInspection（第14条）は、ベトナム語による原文標記としては、検査（Kiem 

tra）と監査（Thanh tra）の2つの形態を含んでいる。「ベ」国において英語に訳された「検

査」に対する用語は、環境保護法において“examination”が、当初のインスペクション法に基

づいて制定されたDecree No.61（1998年）では“control work”という用語が使用されているが、

Decree No.61において検査実施の3日前に対象企業に事前通知をすることが義務づけられて

いる。この検査は、企業が法律遵守しているかどうかのチェックを主たる目的としている。

一方、監査は、どちらの法令でも“inspection”という英語訳が使われており、検査実施の7日

前に対象企業に事前通知をすることが義務づけられている。この主たる目的は罰則の適用

である。さらに、環境保護法のInspectionの章でも述べられているように、検査及び監査は

年間2回までを限度とする制限が加えられている。このような事前通告義務及び回数制限の

状況下において、予告なしに何回でも実施できる環境警察との連携については、情報交換

などに関するMONREと公安省の共同通達を基にMONREのInspectionマニュアルにおいては、

DONREと環境警察が協調してインスペクションにあたることが言及されている。この協調

については、DONREによって対応が異なり、Inspection（この場合は検査と監査の両方を含

む）には必ず環境警察が同行するDONRE（例：バリアブンタウ省）と、環境警察との連携

は必要な場合に実施するDONREがある。いずれにしろ、examinationの段階を超えて環境保

護違反の程度がひどい場合に適用されるInspectionの主たる目標は、基準遵守確認と罰則（罰

金）の適用に大きく比重が置かれている。 

振り返って、わが国の立入検査についてみると、水質汚濁防止法において、都道府県知

事は水質保全行政にかかわる職員に随時及び回数制限なく立入検査の権限を与えることが

できるとされている。さらに、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならないと規定している。実際に地方自治体の環境行政の対応は、立入検査

の結果に対して、基準を超えていた場合の程度や回数によって、口頭指導、文書指導、改

善勧告、改善命令、停止命令と段階的な指導を行っており、罰則適用よりは、改善指導に

主眼が置かれている。「ベ」国においても、DONREによっては行政指導を始めているところ

もあるが、ほとんどのDONREでは系統立てた行政指導がまだ行われていない。行政指導を

行うためには行政官の技術能力の向上が不可欠となる。また、DONREによる実際の
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InspectionがPPCの考え方いかんにも左右されることから、各地方省のDONRE間での情報交

換は意義のあることと推量され、MONREの積極的かかわりも求められるところである。 

「ベ」国は社会主義国であり、公安省傘下の一般警察（環境警察はこの組織内）が特殊

な権限を有し、インスペクション法も独特のイデオロギー下で機能するよう設計されてい

る。このため、わが国の経験だけを基にして、単純に好ましい姿を提示することは適切で

はない。わが国の経験を技術協力に生かす場合は、このような体制の違いを理解した上で

対応を考える必要がある。 

 

（３）インベントリー 

わが国においては、水質汚濁防止法で特定施設の設置の届出あるいは変更の届出が義務

づけられていることから、インベントリーの作成は必然的に地方自治体で行われる。また、

自治体によっては、立地企業との間で公害防止協定を締結し、年間計画書を毎年提出させ

て審査することから、情報の更新も実施される。そして、インベントリー化された情報は、

工場等の指導において非常に重要な役割を果たす。 

一方、「ベ」国においては、特定施設の設置または変更の届出制度がEIAにより規定され

てはいるものの、それをインベントリーに役立てているDONREの数は少なく、しかも不完

全なものである。概して、インベントリーに対する位置づけは希薄であったということが

できる。このような状況下にあって、インベントリーを作成するときの情報源としては、

EIAによる申請情報、Decree No.67による情報、取水及び排水許可に係る情報など、多くの

情報を得る手段が既に存在する。まずは、DONREごとに地域の特性を生かしたインベント

リーのフォーマットを作成し、重点地域に対して身近な情報から入力し、暫時拡大して充実

を図っていくことが求められる。なお、データの更新が行われないインベントリーは、その

価値を大きく損なうことから、データ更新の方策も併せて検討していくことが必要である。 

 

２－４－４ MONREによる指導の強化とDONREの独自性の発揮 

「ベ」国の法令等の整備や組織機構の改編は急速に進んでいるが、具体的に施策を実行に移

す能力がそれに伴っていないのが実態である。 

MONREは内部の充実を図るとともに、DONREの活動がしやすくなる条件の創出やDONREに

対する指導の強化が求められる。 

一方、地方省のDONREにおいては、MONREの説得性のある指導を強く求めているが、他方

で地方省独自の政策でDONREが行える範囲を拡大することもできる。例えば、工業団地への

Inspectionや指導は一般に産業通商局（Department of Industry and Trade：DOIT）の管轄になって

いるが、環境保護違反に対する罰則がDecree 117により強化されたことに伴い、その実施に係る

MONREの通達No. 08/2009/TT-BTNMTが施行されたこともあり、ハノイ市ではDONREが工業団

地のInspectionや指導を行っている。このようにPPCは、環境管理において強い権限を有してお

り、（場合によっては条例の制定などを含めて）PPC（特に、リーダーの環境意識により左右さ

れる）が環境政策にどれだけ目を向けるかがカギとなり、中央政府に頼らないDONREの独自性

の発揮が可能となる。この独自性の発揮は、わが国の環境行政の経験からも非常に重要な要素

であるといえる。 
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第３章 MONRE及びDONREでの調査結果 
 

３－１ MONREとの協議結果 

成果1について、以下のとおり活動の基本方針、活動計画作成のための政策レビュー、活動の進

め方、活動スケジュールについて長期専門家及びVEA/MONRE関連部局間（ISD、ISEM、CEID、

CETC、CEM、CECT、EIA、ID、PCD、DWM、DWRM等）で協議し、概要以下の内容で合意した。 

 

３－１－１ 活動の基本方針 

（１）2010年1月8日に締結されたR/D、M/Mを踏まえること。 

（２）VEAが取り組んでいる、あるいは取り組もうとしている政策課題を重点的に取り上げる

こと。 

（３）水環境政策にかかわる国家レベルの中長期計画やプログラムに配慮すること。 

（４）外国ドナー等の協力を得て実施した成果で、本プロジェクトにかかわるものについては

できるだけ活用すること。 

 

３－１－２ 活動計画作成のための政策レビュー 

MONRE/VEAの環境政策を以下の3点についてレビューし、将来あるべき水環境政策の立案に

向けた活動計画を取りまとめる。 

    

（１）既存の主な法令等（国家レベルの中長期計画・プログラムを含む）について 

①予定どおり執行され、政策の効果が上がっているか。 

②予定どおり執行されていない場合、その原因は何か。（制度自体の欠陥、制度運用の技

術・ノウハウ等がない、制度の執行体制の不備＜人材不足、事務分掌の不明確＞） 

 

（２）新たな法令、改正すべき既存の法令等について 

①どのような分野のどのような内容の法令等が求められているか。 

②新たな法令等を執行するために配慮すべき事項は何か。 

 

（３）政策ツール2（注）について 

①既存の法令等において、どのような政策ツールが活用されているか。 

②新たな法令、既存の法令等において、どのような政策ツールを採用あるいは強化すべ

きか。 

 

３－１－３ 活動の進め方 

（１）現行政策のレビュー 

①水環境にかかわるVEA関係部局が、各部単位で政策のレビューを行う。 

②政策のレビューの際、関連する情報やデータを収集・整理するため、必要に応じてロ

ーカルコンサルタントを活用する。 

                                            
2 規制ツール、経済ツール、自主管理ツール、情報ツール等 
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③MONREの各部局の政策レビュー結果について、関係する５つのDONREから、主に政

策実行面からの意見等を聴取する。 

 

（２）検討課題、検討方法の決定 

現行政策レビュー結果を踏まえ、MONRE/VEAとJICAとの間で検討すべき課題を選定し、

各課題の検討方法を決定する。 

 

（３）課題解決のための政策（骨子）の提案 

前項（２）で選定された課題について、問題点を整理し問題点解決のための政策（骨子）

を提案する。 

 

（４）政策の具体化に向けた検討 

前項（３）で提案された政策（骨子）について、ワークショップ等を通じて関係者から

広く意見を聞き、必要に応じ修正するとともにその具体化に向けた検討を進める。 

 

３－２ 各DONRE情報 

本プロジェクトの対象となる5つDONREが存在する

市・省は、北部のハノイ市とハイフォン市、中部のフエ省、

南部のバリアブンタウ省及びホーチミン市で、ハノイ市、

ハイフォン市及びホーチミン市は行政区分上、省と同等の

中央直轄特別市である。それぞれの市及び省の位置を図３

－１に示す。ハノイ市以外は海に面している。調査団は、

対象DONREを訪問し、水環境の状況及びDONREの現在の

キャパシティを調査する一方、本プロジェクトでの活動計

画を各DONREが策定するためのコンサルティングを行っ

た。アクションプランは、予算確保がなされていない現時

点では詳しい内容まで決めることはできないという

DONREやMONREからの要望により、「Tentative」として

いる。また、同じ理由により指標等については具体的数値

が入っていないものが多い。 

 アクションプランの内容は以下の7項目から構成される。 

    

１）Present Issues on the Implementation of Water 

Environmental Management conducted by DONRE 

２）Present DONRE Capacity based on the Matrix 

３）Object of DONRE Capacity 

４）Plan to obtain the capacity in object 

５）Capacity which DONRE wants to obtain through JICA 

Project 

６）Priority of elements（Monitoring, Inspection, Inventory）conducted by JICA project 

ハノイ 

バリアブンタウ 

フエ 

ハイフォン

ホーチミン 

図３－１ DONRE 位置図 
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７）Activity schedule 

    

各DONREから提出されたアクションプラン（Tentative Action Plan of Output 2）を付属資料2とし

て巻末に添付する。 

以下にそれぞれの省について調査結果をまとめる。 

 

３－２－１ フエ省 

（１）所管地域の地理的特徴、汚染問題 

フエ（Thua Thien-Hue）省はベトナムの中部に位置し、人口1,088,700人（2009年）、面積

は5,065km2である。海岸線は120kmに及び、また南西アジア最大のラグーン（22,000ha）を

もつ。省都であるフエ市は、世界遺産に登録されたフエの構造物群があり、年間100万人以

上の観光客を受け入れる観光都市である。市の中心部をフォン（Huong）川が流れ、東シナ

海に注いでいる。2009年2月に終了した中部地区水道事業人材育成プロジェクトはフエ都市

部の給水状況向上をめざしたもので、高い評価を得てプロジェクトを終了しているが、こ

の水道事業の主たる水源はフォン川である。 

EPAとの面談によれば、フエ省の主な汚染問題は以下のとおりである。 

①人口増加、産業活動の活発化に伴う水需要の増加と工場排水、生活排水量の増加 

②タンザンラグーン（Tam Giang Lagoon）周辺のエビ養殖のための開発に伴う地下水の塩

水化 

フエ省PPC副委員長は面談において、フエ省は今後10年間の計画の中で環境を含めた持続

可能な発展をめざしていること、故都フエを抱えるフエ省にとって環境保全は重要な課題

であることを述べた。また、資金的な制限から、職員の能力開発やモニタリング機材の不

足が課題となっており、本プロジェクトを通して、①人材育成、②モニタリング機材の整

備、③水環境のデータベースの充実を図りたいとの希望を示した。 

フエ市ではフォン川流域市街地において、円借款によるフエ市水環境改善計画（下水道

施設及び排水施設を整備）が実施中であり、汚水処理能力の向上及び浸水被害の軽減と生

活衛生環境の改善、フォン川の水質改善が期待されている。 
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（２）フエDONREの体制 

フェDONREの組織図を図３－２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ フエDONREの組織図 

 

DONREの水環境に関連する部署は、環境保護局（EPA）、水資源管理部、監査部である。 

EPAは排水課徴金やEIAに関する業務を行う部門である。2008年に設立され、職員は現在

13名で、将来的に30名まで人員を増やす予定である。人材育成計画はDONRE全体のものは

あるがEPA独自のものはなく、13名の能力強化と今後の人員増に対する分析能力強化を課題

に挙げていた。 

水資源管理部は2名の人員で地下数を含む水資源の配分と排水許可証の認可を行う部門

である。ただし、設備や体制が不十分のため、取水量や排水量などの水資源の管理はほと

んど行っておらず、排水許可証の許認可が主な業務である。 

監査部は7名の人員で検査（DONRE他部との共同）・監査を行う部門である。 

 

（３）インベントリー、モニタリング、インスペクション、コミュニケーションの現状とキャ

パシティ 

１）インベントリー 

汚濁源インベントリーという統一的なものはなく、各部で必要に応じた企業リストを

作成している。 

EPAでは、Decree No.67/2003/ND-CPに基づく排水課徴金算定に必要な企業リストを保管

している。このリストには課徴金を算定するために必要な、企業名、住所、生産分野、

排出量、排出水質、排水口の場所、排水口の数などが明記されているが、汚濁源企業の

位置図や負荷量計算はない。また、EIA実施企業や環境保護公約策定企業の報告書も保管
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している。さらに、Decision No.64/2003/QD-TTgの対象企業リストも保管している。ただ

し、これらの情報は紙ベースでの保管であり、個々の目的のために作成しているため、

統一的な書式によるデータの整理は行われていない。排水課徴金算定の企業リストのデ

ータの更新は、企業からの年1～2回の報告により行っている。EIA関連のデータは、企業

の自主報告書である環境保護報告書により年2回行っている。 

水資源管理部では、Decree No.149/2004/ND – CPに基づき、企業からの排水許可申請書

を保管している。排水の許認可は、日量5,000m3以上はMONREが行い、DONREではそれ

以下の排水量の企業を対象としている。DONREの管理下の企業に限ってみると、許可取

得企業数は、EPAの排水課徴金リストの企業数より少ない。これは、排水許可の取得が工

場の操業許可の必要条件になっていないからである。このため、かなりの企業が排水許

可なしで操業を行っている。 

DONRE内部で収集された情報は、DONRE内で共有することが可能であるが、産業通商

局（DOIT）などの他局との共有は現状では行っていない。DONRE以外の組織のインベン

トリーは、DOITが工場の自主報告書を保管している例がある。しかし、自主報告のデー

タは体系的に整理されていない。 

現状では、汚濁源インベントリーという汚濁源の基礎データを統一的にまとめたもの

は存在せず、排水課徴金算定に必要な企業のデータを収集しているのみである。このた

め、インベントリーについて強化すべき能力はインベントリーデータの整理及び拡充で

あると考えられる。 

２）モニタリング 

環境モニタリングは、DONREがベトナム測定協会に委託した「フエ省環境モニタリン

グ地点ネットワーク構築に資する実践的研究」報告書に基づき、EPAが現在48地点で行っ

ている。2009年に改訂された経済開発マスタープランでは、工業団地の増設等が盛り込

まれたが、マスタープランに従った工業団地の増設や、近年の汚染実態（タムザンラグ

ーン周辺）に合わせたモニタリング地点の再構築が必要であるとEPAは考えている。その

他の部局では環境モニタリングは行っていない。 

モニタリング回数は、年2回を計画しているが、予算により実際のモニタリング回数が

変わり、2008年、2009年は予算不足のため行っていない。 

フエDONREには現在水質分析室がないため、サンプルの分析は、VILAS（Vietnam 

Laboratory Accreditation Scheme；ベトナム国ラボラトリ認証組織）の認証を取得した外部

の分析機関に委託している。DONREでは水質分析の内部化を行うため、フエ省のインフ

ラ整備予算で2011年6月完成をめざし、水・大気を測定する分析センターを建設中である。

分析機器購入の予算はフエ省では確保できないため、機器の整備の見込みは現在のとこ

ろ立っていない。このため、構想段階ではあるが、「フエの世界遺産に資する環境モニタ

リング能力強化プロジェクト」をフエ省の中で作成し、化学分析機器の整備をODA予算

により行うことを計画中である。分析センターの運営費については、今後環境対策のた

めの1％予算から毎年5億ドンを運営資金として配分される計画となっている。 

排水水質検査は、EPAがごみ処分場や工場団地で採水し、実施している。また、水資源

部ではタムザンラグーン周辺のエビ養殖による地下水汚染を監視する目的で2009年から

監視井戸を設置し、3カ月に1回、地下水の塩分濃度を測定している。 
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他部局では、DOITが工場の排水チェックを自主報告書の確認により行っている。また、

農業農村開発局（DARD）では、飲料水の水質を確認するためのモニタリングを行ってい

る。 

モニタリング結果の報告については、DONREはPPCに毎年報告書を提出しているが、

PPCからMONREへの報告は、問い合わせがなければ行わない。 

水質事故への対応については、石油漏洩の場合はDONREが中心となって対策会議を主

催することになっており、その手続きはベトナム首相府の決定（洪水や石油漏洩時の対

策を定めた決定）に従って、明文化されている。それ以外の水質事故については、今ま

での慣例によって対応しており、明文化された手続きはない。 

上記結果を踏まえると、現在のところフエDONREでは、モニタリング計画策定や水質

分析は外部委託により行っており、モニタリングに係る実務能力は高くないと考えられ

る。一方、フエ省として分析センターの建設を進めており、PPCも人材の育成及び水環境

のデータベースの充実を重要なプロジェクトの目的と述べている。このため、モニタリ

ングに関して強化すべき能力は、基礎的なモニタリングの知識や分析技術の習得である

と考えられる。 

３）インスペクション 

インスペクションには検査と監査があり、検査は法令の遵守の確認が主な目的であり、

排水のサンプリングを必ず行うのではなく、目視や処理施設の稼働記録を確認するだけ

の場合もある。検査はDONREの各部（EPA、水資源管理部、監査部）ごと、または合同

で行い、検査計画を立案し定期的に実施している。検査期間は最大で5日間である。ただ、

検査においては問題点の指摘をするのみで改善点のアドバイスは行っておらず、その知

識も不足している。 

一方、監査は、検査結果で悪質であると見なされた場合や、告発があった場合などに、

処分を目的として実施するものである。監査には、定期監査と非定期監査があり、定期

監査は経済開発計画などで重要とされる開発などを中心に行うものである。非定期監査

には3種類あり、①中央政府・MONREの指導によるもの、②検査結果が悪質である場合

にDONRE局長が決定し行うもの、③住民からの告発がありDONRE局長が決定し行うもの、

である。監査はDONREの監査部のみが行い、監査計画を立案し年に10カ所程度実行して

いる。監査部は検査にも同行できるが、単独の検査は行えない。監査期間は5～30日間で

ある。定期監査は、インスペクション法の規定により同じ企業には年に2回しか監査を行

えないため、事前通告をした上で行っている。監査する点は、法令に従っているか、EIA

報告書にある施設を有しているかなどである。監査結果による処分内容は、監査部とPPC

で決定し、違反の程度が軽微であれば監査部が決定し、重大であればPPCが決定を行う。 

検査や監査はDONRE独自で行う場合もあれば、DARD、DOIT、環境警察、PPCなどと

合同で行う場合がある。ただし、DARDとDOITは単独の検査は行わず、DONREとの合同

検査に参加するのみである。 

環境警察は刑事処分を目的に活動し、検査・監査には参加しない。環境警察は、監査

部の監査の結果、行政処分でなく刑事告発することが決定された場合や、住民からの情

報、マスメディアの情報、独自の調査を基に刑事告発が必要と判断された場合、本格的

に捜査を開始する。 



－26－ 

以上の現状を踏まえると、インスペクションは計画に基づいて行われているが、その

内容は検査・監査において法令の遵守・違反の程度の査定に重点が置かれているため、

問題点の根本的な解決にはインスペクションは寄与していない状態にある。このため、

強化すべき項目としては再発防止のための技術的アドバイス・ガイダンスのための処理

技術の習得であると考えられる。 

４）コミュニケーション 

現在マスメディア（テレビ・新聞）を通じて、環境保護法など法律の内容、「ベ」国と

フエ省の環境の課題、最近の環境事故事例（魚の斃死など）を知らせる活動を行ってい

る。地域単位の住民啓発活動や企業に対する法律などを説明する啓発活動は、資金不足

のためドナーによるプロジェクトベース以外は行っていない。 

 

（４）アクションプランの概要と留意事項 

フエDONREが考える今回のプロジェクトを通じて獲得したい能力と活動に係る主なC/P

は以下のとおりである。 

    
 プロジェクトを通じて獲得したい能力 C/P 

インベントリー ・データベース作成とそれに係る能力強化 
・作成したデータベースの活用 

EPA、水資源管理部 

モニタリング ・環境測定能力の向上、ISO17025を念頭に置いたラ

ボのマネジメント 
・サンプリングからデータ解釈までの総合モニタリ

ング能力強化 
・省の行政官や、工業団地担当者の教育訓練 

EPA、水資源管理部 

インスペクション ・関連法令の理解 
・水処理技術の理解 
・効果的・効率的インスペクション実施能力の向上 

EPA、水資源管理部、監査部

    

全体的に基礎的能力が不足していることから、アクションプランは、インベントリー、モ

ニタリング、インスペクションについて基礎的な能力の向上に主眼を置いて作成されている。 

１）インベントリー 

インベントリーについては、排水課徴金算定のためのデータなどを収集しているが、デ

ータを何の目的でどのように使うかなどが明確となっていないため、データを統一的な

書式で整理していない。このため、1年目に基本的なインベントリーの目的・活用方法な

どの知識の習得を中心に行い、それに合わせてインベントリーの書式の作成と既存デー

タの整理を行う。さらに、簡単な汚濁源地図を作成する。2年目にはインベントリーの改

善点を分析し、インベントリーの目的・活用方法などの更なる基礎知識の充実を1年目の

実例を基に行い、書式を改良する。また、インベントリー登録企業の拡張及びデータ更

新を、自主報告のデータだけでなく、水質分析能力の向上を兼ねたDONREによる分析の

結果を交えて行い、継続的にデータを更新していく能力を取得する。汚濁源地図は位置

だけでなく基本的なデータを含めたものに充実させていく。3年目は、2年目の活動を繰

り返し行い、活動内容を更に充実させていく。 

２）モニタリング 

モニタリングでは、基本的なモニタリングに関する知識が不足しているため、基礎知
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識の習得を行い、実際にモニタリングの計画策定を1年目に行う。また、水質分析の技術

を学びラボ認証取得のための知識を深める。2年目にはモニタリングを実施し、モニタリ

ングと水質分析の知識を深め、改善点を3年目のモニタリング計画に活用する。水質分析

には実地訓練を通して更に習熟し、その知識を水質分析センター全体の運営管理に結び

付けて認証取得をめざす。3年目は、2年目の活動を繰り返し行い、活動内容を更に充実

させていく計画である。 

３）インスペクション 

インスペクションは、再発防止のための技術的アドバイスのための知識の習得をめざ

し、1年目は排水処理の基本を学び、過去の違反事例から技術的アドバイスの訓練を行う。

2年目は実際に技術的アドバイスを行っていく中で排水処理の知識及び法令の理解を深

める。3年目は2年目の活動を繰り返し行い、活動内容を更に充実させていく。 

    

〔留意事項〕 

モニタリングに関して、ラボの整備とプロジェクト活動実施の整合を図る必要が挙げられ

る。計画ではプロジェクト1年次の途中に分析センターが完成することになっており、プロ

ジェクトの供与機材としての基礎的な化学分析機器の調達はそれに合わせる必要がある。ま

た、DONREに対して適切な人材のタイムリーな配置を促し、プロジェクトで必要な研修を

随時実施することが重要である。 

 

３－２－２ バリアブンタウ省 

（１）所管地域の地理的特徴、汚染問題 

バリアブンタウ（Ba Ria-Vung Tau）省は、「ベ」国の南部に位置し、ホーチミン市の東側

に隣接する都市で海岸に面している。面積は1,987.4 km²、人口は996,900人（2009年4月現在）

である。行政区はブンタウ市、バリア町、６郊外県から成る。主要産業は石油とガス、水

産加工業、漁業、製紙業である。ブンタウ市沖にはベトナム最大級の油田群があり、液化

石油ガス、天然ガスの埋蔵量も豊富である。同省の工業生産額は全国第3位（2008年）であ

るが、これらの天然資源による石油・天然ガス産業が多くを占めている。工業団地は、現

在、市西部を中心にThi Vai川などの水運を活用して12団地が存在している。豊富な水産資

源による漁業も盛んであり、養殖も行われている。また、美しい海岸線を生かした観光産

業も盛んで、ホーチミン市から約100kmという地の利を生かしてビーチリゾートの開発が進

められている。 

同省では、工場排水による汚染のほか、家内工業規模の水産加工業から無処理で排出さ

れる有機物に富んだ排水が環境に与える影響が懸念されており、このような零細事業者を

集約して排水の集中処理を進めることが検討されている。ブンタウ市では合流式下水道が

あるが、現在のところ処理場は存在しない。下水は自然浄化を期待して一度池に導入され

てから下流に向かう。下流には河川に流す前に少しでも水質改善をするために、満潮時に

逆流してくる海水を水門から導入して希釈するための施設がある。現在フランスの援助で

雨水・汚水分流化と処理場建設のプロジェクトが進められており、処理場は2010年9月に着

工、2013年に完成予定で、生活排水による汚染はそれにより改善されることが期待されて

いる。 
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（２）DONREの体制 

バリアブンタウDONREの組織図を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カッコ内は職員数） 

 

図３－３ バリアブンタウDONREの組織図 

 

DONREの中には行政部門と直轄部門（Division under the Department）がある。直轄部門は

専門技術の実務部門である。今回のプロジェクトには、行政部門からは水資源部と監査部

が、実務部門からはEPAと環境モニタリング・分析センターが参加する。 

各部門の現状は以下のとおりである。 

    

１）EPA 

2008年2月に設立された。職員は全部で25名で、組織の構成と業務内容は以下のとおり

である。 

・EIA室（6名）：環境の行政手続き全般、EIAの審査、廃棄物などに関する企業の登録

関係。 

・汚染管理室（8名）：各企業の汚染物質排出に係る法令遵守状況の検査を担当。企業

から提出される報告書の内容と現場の状況を照合して、チェッ

クを行う。排水課徴金の担当。 

・人事・総務（11名）：事務、環境に関する教育・広報。 

２）水資源部 

職員は管理職1名を含めた3名で、業務内容は以下の5分野である。 

・水源の開発計画及び利用に関する管理 

・水資源に係るMONREの政令や規制等の文書に基づく管理と実行 

・水資源法に関連する政令・規制等の運用に対する、区や町村の環境管理部門の指導 

Director 

Deputy Director 

行政部門 
 Land Management (12) 
 Mineral (4) 
 Inspection (8) 
 Water Resource (3) 
 Sea and Island (3) 
 Land Pricing & Clearance (6) 
 General Administration (19) 

直轄部門 

 EPA (25) 

 Center of Environmental Monitoring and 
Analysis (23) 

 Center of Technology & Natural 
Resources (150) 

 Center of Land development (23) 

 Information Center of Natural Resources 

(11) 

 Environmental Company (30) 

 Registration Office for Land Use Rights 
(20) 
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・バリアブンタウ省の水資源管理に係る計画作成及び提案 

・気象水文観測や予報の許可 

 

水資源開発許可証、排水許可証の発行を担当する。毎年作成する監査計画については、

水資源部の担当事項に関して具体的な内容をまとめて監査部に提出、全体を監査部で取

りまとめてPPCに諮ることになっている。実際の検査・監査にも同行する。 

３）監査部 

職員は全部で8名おり、その内訳は、部長、副部長、監査専門家及び5人の所員であり、

監査員としての有資格者は部長、副部長、監査専門家の3名である。監査部は、環境も含

めた監査一般を担当しており、最も多いのは土地に関する監査である。監査実施時には、

監査部だけではなく関係部署を含めた班を編制して実施する。 

４）モニタリングセンター 

2002年設立。組織の構成と業務内容は以下のとおりである。 

・所長 

・副所長 

・総務部（6名） 

・環境モニタリング部（5名）：サンプリング、データ整理、報告書作成 

・環境分析部（8名）：化学分析 

・Loc An地区モニタリング分室（2名） 

    

業務の流れは、モニタリング計画に従ってモニタリング部がサンプリングを実施し、分析

部でサンプルの化学分析を行い、その結果をモニタリング部で解釈、評価する。 

職員は正規職員のみで全部で23名である。半独立採算で、現在は民間から受ける仕事が

40％、政府の仕事は60％程度の割合となっており、予算の支出割合はこれに同じく政府から

の支出が60％程度となっている。現在は余力があった場合のみ民間の仕事も受けている。民

間の依頼を増やして規模を大きくすることは、センターの決定で実行できるが、その場合必

要となる追加の職員はセンターが臨時採用することになり正規職員とはならない。実際には

民間からのニーズがあまり大きくないため、今のところそのような拡大は考えていない。 

 

（３）インベントリー、モニタリング、インスペクション、コミュニケーションの現状とキャ

パシティ 

１）インベントリー 

包括的なインベントリーは存在しておらず、決まった書式もない。EPAによれば、検査

は簡単なリストを基に実施しており、業種別の企業管理データとしてきちんと整備され

たものはなく、整備の必要性を痛感しているとのことである。現地で受領した企業リス

トは以下のような内容の一覧表で、空欄の項目も多く見られた。 

1 シリアル番号 

2 企業名 

3 所在地 

4 電話番号 
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5 排水量 

6 汚染指標項目 

7 支払期限（排水課徴金） 

8 備考 

 

インベントリーの整備は、EPAが担当部署になるとのこと。そのEPAからはインベント

リー作成について次の3点を重視していると発言があった。 

・特定の企業の情報をすぐに調べられるもの 

・違反発見に効果的なもの 

・他部署との情報共有が可能なもの 

 

インベントリーは事実上存在しない状況で、DONREも整備の必要性を認識しており、

プロジェクトで整備したいという考えが強い。インベントリーを整備して、効果的な検

査・監査実施、行政指導の強化、重要汚濁源の把握などに役立てたい考えである。また、

情報のアップデートの必要性も理解しており、インベントリーへの検査・監査結果の反

映も実施していきたいと述べられた。 

2009年まで続いたスウェーデンによるSEMRA3プロジェクトで汚濁源地図が一度作成

され、データもDONREに渡されているが、これは外部委託によるもので、DONREとして

の地図作成能力はほとんどないといえる。この地図を活用し、データのアップデートを

DONREで行いたいという希望があり、地図作成に係る研修が期待されている。 

２）インスペクション 

インスペクションには検査と監査がある。検査はEPAが担当し、企業の環境に関する法

令遵守状況を確認し、問題を発見した場合は助言を行う。その結果、改善されない場合

や悪質な違反が明らかである場合は、監査部によって監査が行われる。業務停止などの

重い処分には監査部の関与が必ず必要である。昨年は、8企業で重大な問題が発覚し、そ

のうちの7企業が操業停止処分となった。 

EPAによる検査は2009年271社で実施、2010年は350社を計画している。検査のチーム編

成は関係部局（例えば水産関係の企業の場合はDARD、鉄鋼の場合ならばDOITなど）、工

場が存在する地域のPPCの担当者、環境警察、モニタリング部で、EPA単独で実施するこ

とはない。環境警察は常に参加する。EPAの検査は水質だけでなく大気質や廃棄物も対象

としている。 

監査部による監査の場合のチーム編成は、通常、監査部2名、水資源部1名、EPA1名、

監査対象企業がある区の資源環境担当職員1名及び村の地理管理担当者1名から成る。複

雑な事件や大きな事件の時はこれに加えて環境警察が参加するが、どのようなケースで

環境警察が関与するかについての決まりはない。 

監査の流れは以下のとおりである。 

①DONREの局長が監査のDecisionを出す。（例としてDecision No.326/QD-STNMTを調査

                                            
3 ベトナム環境管理及び土地管理能力についてのスウェーデン協力プログラム（Sweden Cooperation Programme on Strengthening 

Environmental Management and Land Administration in Vietnam） 
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団で受領） 

②上記Decisionに質問票が添付され、監査先に7日前までに送付される。 

③決定に基づき監査部が監査を実施し、報告書を作成する。報告書の内容は、現状の

説明、指導すべき内容、監査内容、相当する処罰の内容等が含まれる。（例として監

査結果の議事録のコピーを受領） 

④報告の結果を受けて、DONREの局長が処分（罰金や業務停止命令など）を決定する。 

 

このように、バリアブンタウDONREでは監査は7日前までに実施する旨を監査先に伝え

る必要があるため、水質事故発生時のようなケースでは監査は実施されない。 

工業団地内の検査については、2009年のMONREのCircular No. 08/2009/TT-BTNMTを根

拠として、DONREが支障なく検査ができることになっているが、工業団地における紛争

発生の解決に係る他部署との役割分担がまだ不明確である。そのため、DONREでは担当

機関との連携についての提言を作成し、現在PPCの承認を待っているところで、最終的に

はMONREに向けて提案する予定である。 

DONREから、監査員と検査員の能力が十分でないため、企業の違反を正確に補足でき

ないという発言があったように、インスペクションの手法自体の改善が必要な段階にあ

る。また、検査結果が実際にどのような行政指導に結びついているのかは調査では明ら

かにできなかったが、勧告程度であまり効果が上がっていないとの発言が水資源部から

あった。違反を繰り返す企業も多いとのことである。検査が単なる排出水の法令遵守状

況の確認にとどまっており、環境保全につながるものとして効果を発揮できるようには

なっていないようである。DONREはインベントリーを整備して、効果的なインスペクシ

ョン実施につなげたいという考えをもっている。 

３）モニタリング 

水質モニタリングは、海水、湖沼、河川水について実施しており、河川水はThi vai川、

Dinh川、Ray川及びDu du川の4大河川を対象としている。モニタリング計画は、SEMLA

プロジェクト活動の一環として、2008年のデータを基に2009年に作成されたもので、地

点数は全部で58カ所あり、内訳は河川25、湖沼13、地下水8、沿岸12である。この計画は、

実際にはコンサルタント会社が作成し、それをDONRE内の評価委員会が評価、承認した

ものである。モニタリング地点図もこの時コンサルタントによって作成され、データは

DONREが所持している。DONREはモニタリング計画の見直しが必要と認識しているが、

コンサルタント会社に依頼する予算がつかない限りはできないため、技術の内部化が必

要と考えている。 

モニタリングの実務を担当する環境モニタリング・分析センターは技術部門であるた

め、技術力向上への具体的な研修の要望が強い。ラボは、水質分析について33項目の測

定が可能で、うち20項目についてはVILASの認証を取得済みであり、品質管理の基礎は

あるものと考えられるが、2009年の事前調査時に試料を持ち込んで水質分析を依頼した

時の結果を見る限りでは、まだ品質向上の必要性は高いと見られる。湿式分析から感度

や精度が高い機器分析へ移行しようとしているところで、AAS（Atomic Absorption 

Spectrometer；原子吸光光度計）やGC（Gas Chromatograph；ガスクロマトグラフ装置）な

どの機材が導入されたが、測定できない項目が多いため、技術支援を必要としている。 
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４）コミュニケーション 

世界環境デーや、清掃週間などのキャンペーンに合わせて、市民の環境保全意識向上

のためのプロパガンダ活動を実施しているが、まだ一戸一戸の世帯への展開は実施され

ていない。 

企業への啓発活動としては、水環境保全に関する基本法の条文についての研修などを

通じて、企業の環境保全責任への取り組み向上のための活動を行っている。 

 

（４）アクションプラン概要及び留意点 

バリアブンタウDONREが考える今回のプロジェクトを通じて獲得したい能力と活動に係

る主なC/Pは以下のとおりである。 

    
 プロジェクトを通じて獲得したい能力 C/P 

インベントリー ・工業汚濁源に関するインベントリー作成とデー

タベース化 
・継続的アップデート 
・汚濁源の位置の地図情報化 

EPA、水資源部、監査部 

モニタリング ・重要水域を考慮したモニタリング計画の見直し

と、モニタリングデータのデータベース化、地

図情報化 
・データの信頼性向上 
・機器分析能力の向上 

環境モニタリング・分析

センター 

インスペクション ・インベントリーに基づいた効果的なインスペク

ション実施能力の向上 
 

    

バリアブンタウDONREでは、包括的汚濁源インベントリーの作成が汚濁源管理に有効で

あり、取り組むべき最重要課題として認識している。その結果、プロジェクト活動での優

先度としては、インベントリー情報の整備に最も重点が置かれ、次がモニタリング技術の

向上とされた。効果的なインスペクション実施にもインベントリー情報を活用したいと考

えており、アップデートが可能なデータベースをプロジェクト活動で構築し、また地図情

報として整備したい考えである。インベントリーデータの収集は、質問票などを活用して

実施する。インベントリー作成にあたって現地調査を行う場合は、町村レベルの担当が出

向くことになると考えられるが、聞き取りのために工場内に立ち入ったり、サンプルを採

取したりする場合は、検査・監査部門の関与が必要かもしれないとのこと。また、調査員

による調査や化学分析を実施する場合は経費がかかるため、実施方法は予算規模によって

決定したい旨回答を受けた。地図作成については、先行プロジェクト（SEMLA）では外部

に委託して作成したが、DONREとしては地図作成能力を職員に身につけさせたいという希

望がある。地図作成にあたっては、基になるデータが各部にあるため（水資源地図、サン

プリング地点図など）、各部署でそれぞれ作成したいと考えている。 

インスペクションについては、監査部で行う監査は環境以外の分野も含んでおり、特に

環境監査専門の職員がいるわけではない。したがって環境監査に必要な知識や技術は、同

行するEPAやモニタリングセンターの職員が提供している。プロジェクト実施にあたっては、

EPAと監査部の職員のバックグラウンドの違いを考慮する必要がある。 
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３－２－３ ホーチミン市 

（１）所管地域の地理的特徴、汚染問題 

ホーチミン市（Ho Chi Minh City）は、人口7,165,200人（2009年）、面積2,098.7km2の、「べ」

国最大の都市で、政治の中心としてのハノイに対して、経済の中心といわれる。数多くの

大企業も含め、およそ30万社がハイテク産業、電器、機械加工及び軽工業に従事し、ある

いは、建設業や素材産業、農業製品製造業に携わっている。現在、ホーチミン市には15の

工業団地及び輸出加工地区があり、これに加えて、クオンタンソフトウエアーパーク（Quang 

Trung Software Park）及びサイゴンハイテクパーク（Sai Gon Hi-tech Park）がある。ホーチ

ミン市の工業生産高は全国合計の30％ほどを占め、全国一である。行政単位は19区と5郊外

県からなる。 

ホーチミン市はサイゴン（Sai Gon）川・ドンナイ（Dong Nai）川の下流にあり水環境管

理の向上に努力しているが、上流のドンナイ省・ビンズオン省の汚染の影響を受けるため、

水質の著しい改善は見られない。また、市内中心部の工場が周辺部に移転し、汚濁源も中

心部だけでなく市内全域に拡散しつつあり、ホーチミン市全体で水環境の管理を行う必要

が生じてきている。このためDONREは今回のプロジェクトで、近年工場が移転しているホ

ーチミン市北部（Thau Cai、An Ha、Tan Thanh DongとHoa Phu）をプロジェクトのモデル地

区として提案し、このモデル地区の成果を市全体の水環境管理に生かそうと考えている。 

また、円借款で第3期ホーチミン市水環境改善事業（Ⅲ）が実施されている。これは、ホ

ーチミン市の下水・排水システムの整備を行うことにより、浸水被害の軽減及び汚水処理

能力の向上を図り、同市の都市・生活衛生環境の改善に寄与することを目的としている。 

 

（２）DONREの体制 

ホーチミンDONREの組織図を以下に示す。 

水環境に関連する部署は、環境管理部（環境ライセンス発行、EIA実施など）、監査部、

水資源・鉱物資源部（排水許可証発行）があり、DONRE傘下の組織としてごみの収集・処

理を行う衛生公社と同じ位置づけのEPAがある。 



－34－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ ホーチミンDONREの組織図 

 

各組織の内容は以下のとおりである。 

環境管理部には、現在18名（部長、副部長含む）の職員がおり、地域ごとに5つのグルー

プ（東西南北と中央）に分かれている。環境管理部の役割は、国の政策が正しく行われて

いるかどうかを確認する管理機関である。 

監査部には全体で28名在籍している。組織は資源部門と環境部門に分かれている。資源

部門は土地や鉱物等に関連したインスペクションを行い、環境部門は環境に関連したイン

スペクションを行う。環境部門の人員数は10名である。 

水資源・鉱物資源部には部長・副部長含め全部で18名在籍している。組織は水資源と海

及び鉱物資源に分かれている。水資源は河川の水と地下水を管理する部門である。河川や

井戸水へ取水権や排出権を管理している。海及び鉱物資源は海の環境と鉱物資源を管理す

る部門である。ただし、海の環境は新しい分野のためほとんど活動は行っていない。鉱物

資源については、ホーチミンには鉱物資源はないので、川砂の採取などの管理を行ってい

る（現在はほとんど行っていない）。 

EPAは2004年にDONRE傘下の会社として設立された。6つの部と1つのセンターで構成さ

れている。各部の役割は以下のとおりである。 
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１）財政総合部 

計画管理、行政管理、財政の管理を担当する。 

２）モニタリング部 

大気・水の環境モニタリングを担当している。ホーチミン市以外に提携している地方

のモニタリングも行う。モニタリングは定期的に決まった地点で行っている。 

３）環境品質・鑑定部 

汚濁源のモニタリング、汚濁源インベントリーの作成（大気、水など）を行っている。

また、環境汚染が生じた場合、汚濁源と汚染水域の検査を行う。 

４）環境保全費用を徴収する部 

排水課徴金を集めている。 

５）環境教育、情報部 

環境活動や宣伝、イベントなどを企画し行う。また、企業に対して技術講習を行って

いる。6月5日の環境の日（World Environmental Day）にはDONREの依頼によりイベント

を開催する。また、青年共産党同盟、婦人会、農民団体などと一緒にごみの分別、水資

源保護、農薬の適正使用などの啓蒙活動も実施している。さらに、DONREの依頼により

企業向けの環境に関連した法律の講習会などを行っている。 

６）コンサルティング部 

企業に対して環境関連の技術的な解決策を提案している。これは企業依頼なら企業か

ら料金を徴収し、DONRE依頼ならDONREから徴収する。 

７）クリナープロダクションセンター 

Cleaner Productionを支援するセンターで3年間の実績がある。省エネ教育、水環境教育、

企業の訓練などを、国の費用で行っている。 

 

（３）インベントリー、モニタリング、インスペクション、コミュニケーションの現状とキャ

パシティ 

１）インベントリー 

汚濁源インベントリーはDONREの委託によりEPAが作成している。汚濁源インベント

リー整備の目的は、排水課徴金の徴収と汚濁源の把握である。水資源・鉱物資源部のリ

ストから排出量の大きい企業を対象に抽出され、現在1,500社の情報がインベントリーに

記載されている。インベントリーのデータは企業の住所、排水のBOD（Biological Oxygen 

Demand；生物学的酸素要求量）などの水質データ、排水量、排出ガスの質・量、処理施

設の有無、などを記載しているが、負荷量の計算、排水口の数や排水先のデータは記載

していない。データの収集・更新は、排出企業からの年2回の自主報告と、独自の質問票

を使った調査により行っている。質問票による調査は数年に1回、EPAが実施している。

工業団地については、排水量のデータは工業団地の管理組合から入手し、水質データは

環境管理部から6カ月に1回の自主報告書と6カ月に1回の検査情報を入手している。イン

ベントリーデータの管理は、表計算ソフトのエクセルで管理している。排出企業の住所

はあるが、それを基にした汚濁源地図は作成されていない。 

このほかに、水資源・鉱物資源部では排水許可の企業リストを、EPAが作成した汚濁源

インベントリーを基に作成しており、現在70社が排水許可を取得している。また、環境
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管理部ではEIA実施企業や環境保護公約を提出した企業などのリストを保管している。こ

のリストの企業は、水質だけでなく大気などの基準を遵守する企業も含まれる。このよ

うにEPA以外の部も異なった形式によるデータ収集を行っており、DONRE内部ではイン

ベントリーの形式の統一化が求められている。 

以上の現状を踏まえると、インベントリーに関してはかなり整備が行われているが、

インベントリーをより汎用性のあるものとするために、その形式を見直し、なるべく統

一的な形式でデータを整理できるようにすることが、今後強化すべき点と考えられる。

さらに、現在の汚濁源インベントリーの拡充と汚濁源地図の作成を含むデータの活用も

強化すべき能力と考えられる。 

２）モニタリング 

環境モニタリングは、EPAが行っている。運河や水路のモニタリングは、区間により

DARD、交通運輸局、DONREなどとモニタリング機関が異なっており、異なる機関間で

モニタリング結果は共有されていない。また、DONREは他の機関のモニタリング地点を

把握していない。 

環境モニタリング地点は現在20カ所である。水質分析はすべて外部委託し、委託先は

VILASやISOの認証を取得している機関である。水質分析項目は18項目であり、モニタリ

ングデータが異常値を示した場合は、保存しているサンプルで再分析を行ったり、もう

一度採水を行って確認している。 

環境モニタリング地点で異常水質が報告された場合は、PPCが関連部局を集め、関連部

局は自分の部局の対応を確認し、PPCが関連部局を交えて対応策を調整している。 

水質事故が起きた場合は、区と郡などの環境担当が現場に出向いてサンプリングや状

況の確認を行う。その結果はホーチミンDONREに報告され、ホーチミンDONREが対応や

処分の決定を行う。 

モニタリングデータの報告は、DONREが各部の要望を踏まえて必要データの取りまと

めを行い、EPAに委託している。EPAは6カ月に1回、各部にこれらのデータを報告する。

また、これらのデータはDONREを経由してPPCに報告されている。 

ドンナイ川など他省の境界となっている河川におけるモニタリング地点は、各省が独

自に定めているため調整は行われていない。 

以上の現状を踏まえると、モニタリングは実施されているが、データの蓄積に重点が

置かれ、モニタリングデータの解析は行われていない状況である。このため、今後強化

すべき能力は、モニタリングデータの解析であると考えられる 

３）インスペクション 

インスペクションには検査と監査があり、検査・監査の内容は同じだが、検査は現状

の確認を目的とし、監査は検査より深く調べ、罰則を与えることを目的に行われる。検

査はDONREの各部が行い、監査部は検査・監査を行う。また、違反の程度により、環境

警察にも通報する場合がある。環境警察は、独立した機関であり、犯罪摘発のため捜査

を行う。 

検査はDONREの各部によりその目的は異なり、EPAは排水課徴金の観点から、環境管

理部はEIA報告書の遵守の観点から、水資源・鉱物資源部は排水許可の観点から行ってい

る。 
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検査及び監査は年間計画を策定して行い、年間の検査・監査回数は、両方合わせて300

件ほどである。検査・監査による違反の発見率は約70％である。検査・監査リストには

過去に違反した経歴や常習的な違反企業が多く記載されているため発見率が高くなって

いると考えられる。処分はDecree No.117/2009/ND-CPに従って行われており、監査部が決

定できる違反の罰則は最大3,000万ドンまでである。それ以上の罰則が必要な場合はPPC

に罰則の提案を行い、PPCが決定する仕組みである。罰則の段階は、まず監査部が違反企

業に警告を行い、改善計画書を提出させ、それでも違反がある場合は、罰則を与える。

改善計画書の内容は、監査部、環境管理部、水資源・鉱物資源部で確認している。 

検査時の技術的アドバイスは行っていない。これはアドバイスを行うと、行った機関

に対して責任が生じるためと説明された。このため、DONREとしてはコンサルティング

会社を紹介している。一方、EPAは業務としてコンサルティングを行うことが可能である。 

以上の現状を踏まえると、インスペクションは計画に基づいて行われているが、その

内容は法令の遵守・違反の程度の査定に重点が置かれているため、問題点の根本的な解

決には寄与していない。このため、強化すべき項目としては再発防止のためのDONREを

通じての企業全体への処理技術の普及やその普及のためのDONREの技術的知識の強化で

あると考えられる。 

４）コミュニケーション 

コミュニケーションについては、「サイゴン解放新聞」に経年変化等の詳細なデータ解

析は行っていないが、前月と比べた水質データを専門家のコメントをつけて一般に情報

提供を行っている。すべてのデータを新聞で公表しているわけではないが、ウェブサイ

トには表示しているため、関心がある人は閲覧可能である。 

 

（４）アクションプラン概要及び留意事項 

ホーチミンDONREが考える今回のプロジェクトを通じて獲得したい能力と活動に係る主

なC/Pは以下のとおりである。 

    
 プロジェクトを通じて獲得したい能力 C/P 

インベントリー ・排水のインベントリー収集 
・汚濁源地図の作成と部署間での情報共有 
・インスペクションに貢献するソフトウエアの開発 

EPA、環境管理部（EMD）

モニタリング ・モニタリング能力向上 
・モニタリングデータの体系化 
・報告書の品質向上 

EPA 

インスペクション ・インスペクション能力向上 
・環境警察の環境管理能力強化 
・実施能力向上のための研修実施 
・企業への技術ガイドラインの開発 
・現場測定機材を用いたインスペクション 

EMD、水資源部、監査部
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インベントリー・モニタリング・インスペクションの能力は高いことから、アクション

プランは比較的劣っている能力の向上と更なる全体的な能力の向上を、モデル地区での活

動を通じて達成することに主眼を置いて作成されている。 

活動のモデル地域は、DONREから提案のあったホーチミン市北部のThau Cai、An Ha、Tan 

Thanh Dong及びHoa Phuで行う。これらは、近年工場が移転して汚染が深刻化している地域

であり、またホーチミン市上水道の水源が近くにあることから、浄水場からは水質上の問

題が指摘されている。このため、この地区での実際の活動を通じて実践的な水環境能力を

習得することが、基礎的能力のあるDONREにとって水環境管理能力の更なる向上のために

は重要であると考えられる。各活動の概要は以下のとおり。 

    

１）インベントリー 

インベントリーについては汚濁源インベントリーをEPAで作成しているが、DONREの

各部で異なった形式でのデータの整理が行われていることから、DONRE内部でも統一化

を求めている。したがって、1年目は既存の形式をベースにしながら各部が使いやすい形

式を作成してモデル地区に適用し、その有効性を評価し修正を行う。2年目は、モデル地

区のインベントリーデータの解析を行い、汚濁源地図の作成などを通じてインベントリ

ーの活用を習得する。3年目は、2年目の活動を繰り返し行い、活動内容を更に充実させ

ていく計画である。 

２）モニタリング 

モニタリングは現在20カ所で行っているが、このモニタリングの活動を引き続き行い

つつ、モニタリングデータの解析能力の強化をめざす。1年目は解析手法の習得及び既存

データの解析を行い、モデル地区でのモニタリング地点の検証やモニタリング計画を策

定し、モニタリング数や分析項目の適正化をめざす。2年目は1年目の変更のレビューを

行い、3年目に水質汚濁対策を行うための基礎データを整理できるようにモニタリング計

画を策定する。また、モデル地区の水質状況を総合的に解析し、水域の特性を把握する。

3年目は2年目の活動を引き続き行い、モデル地区以外へ適用するための注意点や課題を

整理する。 

３）インスペクション 

インスペクションは現在、年300カ所ほど行われているが、この活動を引き続き行いつ

つ、能力が比較的低い、違反企業へのアドバイス・ガイダンスの能力をプロジェクトで

強化する。1年目は基礎的な処理技術と排水管理の習得を行い、既存の違反記録の分析か

ら違反傾向を明らかにし、必要となるアドバイス・ガイダンスの内容を明らかにする。2

年目にはモデル地区でのインスペクションを通し、実践的な能力を向上させ、実際のイ

ンスペクションでの問題点やその対策などを実際の現場に即した形で整理する。また、

先端産業における排水管理のあり方を学び、「ベ」国の産業形態がより高度になった場合

にもインスペクションができる能力を開発する。3年目は、2年目の活動を繰り返し行い、

活動内容をさらに充実させていく。 

 

〔検討課題〕 

汚濁源インベントリー作成においてDONREの各部の必要性を考慮した統一形式を作成する
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際に、いろいろな情報を汚濁源インベントリーに詰め込みすぎると使い勝手が悪くなるため、

汚濁源インベントリーの目的や位置づけをDONRE内で明確にする必要がある。また、モニタ

リングにおいては、モデル地区とされた区域は比較的広いが汚濁源は数カ所に集約され、汚濁

源は点源と見なすことができる。このようなモデル地区の特徴と、DONREの解析能力を見極

めた上で解析手法の講習内容を検討する必要がある。 

 

３－２－４ ハノイ市 

（１）所管地域の地理的特徴、汚染問題 

ハノイ市（Hanoi City）は、人口6,472,200人（2009

年4月）、面積3,344.6km²、国土の北部に位置する

「ベ」国の首都であり、政治・経済・文化の中心

地である。2008年8月にハータイ省（Ha Tay）をは

じめとした周辺地域を合併し、面積は約3.6倍、人

口は約350万人から約620万人に拡大し、ホーチミ

ン市と同規模になった。図３－５に合併前のハノ

イ市を黒で、合併後に拡大した地域を灰色で示し

た。市区10区、1町、18郊外県の計29の行政区から

成っている。 

工業生産は2008年統計によれば全国第4位であ

る。元ハータイ地区の主産業は農業で、クラフト

ヴィレッジなど小規模な手工業も多い。ハノイ市にはクラフトヴィレッジが約450あるが、

そのほとんどが旧ハータイ地区に存在している。ハノイ市としては、拡大地域に新しいタ

イプの汚濁源が存在したことになる。2009年調査時は合併直後であったため、旧ハノイ地

区と旧ハータイ地区で環境管理活動が別々に行われる部分が多かったが、合併から1年を経

て一体化が進行している。ただ、活動範囲が広がったために業務を遂行する上で移動距離

が増え、活動に支障を来している事例もあるとのこと。ハノイ市には26の工業団地、40の

工場群が存在し、その他多くの工場を含め工場排水を排出しているが、多くは未処理のま

ま排出されており、ハノイ市は全体の2～3割程度しか処理されていないと見積もっている。

26の工業団地のうち集中排水処理システムをもつものは3団地にすぎない。生活排水につい

ては、通常、セプティックタンクで一次処理されたのち排水路などに排出される。市内に

は4つの下水処理場があるが、生活排水のおよそ7％程度の処理能力しかないと考えられて

おり、依然、対策の重要性が高い。また郊外の村落からの排水や農業活動による汚染など

もある。ハノイ市には多くの河川があるが、Nhue川や市街地を流れるTo Lich川、Kim Nguu

川、Set川及びLu川の汚染が深刻で、水質が悪化しつつある。現在、国家プロジェクトによ

る3つの主要河川（Cau、Nhue-Day、Dong Nai）流域環境保全プロジェクトが進行している

が、ハノイはそのうち2河川（Cau、Nhue-Day）の流域に含まれており、活動を行っている。 

円借款によるハノイ水環境改善事業（第2期）が現在進行中である。工業化と人口集中が

進む首都ハノイのTo Lich川流域において、下水・排水施設（下水管網、下水処理場、ポン

プ場、洪水調整池等）を整備し、水質改善及び浸水被害の軽減をめざしている。 

 

図３－５ ハノイ市地図 
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（２）ハノイDONREの体制 

ハノイDONREの組織図を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－６ ハノイDONREの組織図 

 

１）監査部 

職員は全部で24名おり、チーフ監査員1名、副チーフ監査員4名と一般職員14名、契約

職員5名の陣容である。年間の計画では、対象企業は300～400社ほどであるが、人員不足

のため実施できるのは250～300社程度である。そのほかにクレーム対応も担当するが、

こちらは年に数件程度と少ない。環境面だけのインスペクションは少なく、土地の監査

との合同監査のような複合監査が多い。かつては、監査部内に環境専門の担当を配置し

ていたが、現在は地域で担当を分け、すべての分野の監査業務を行うように変わってい

る。やはり、以前のように環境担当として専門技術のある者に担当させる方が効果的な

監査ができると考えている。現在24人の職員がいるが、環境や自然科学のバックグラウ

ンドをもつ者は3人だけで、環境に関する養成訓練を受けられる者は少ない。 

２）EPA 

職員は全部で47名おり、部長1名、副部長4名と一般職員19名、契約職員23名の陣容で

ある。年間の検査計画を策定し、実施する。検査はEPAが主管し、監査は監査部が主管す

るが、実施にあたってのメンバー構成は同じ（EPA、監査部、水資源部、環境・天然資源

モニタリングセンター＋地元担当）で、実施内容も同じである。 

３）環境・天然資源モニタリングセンター 

2005年に設立された。英語名はCenter for Environmental and Natural Resources Monitoring 

and Analysis（CENMA）である。職員は全部で72名おり、部長1名、副部長1名と一般職員

Director 

Deputy Director (6 人) 

行政部門 

 General Administration 

 General Plan  

 Registration and Statistics 

 Water Resource and Hydraulic 
Meteorology 

 Geology and Mapping  

 Mineral Resource 

 Natural Resources 

 Inspection  

直轄部門 

 Land Registration Office 

 Centre for Land Transaction and Land 

Fund Development 

 Center for Environmental and Natural 

Resources Monitoring and Analysis 

 Technical Center of Environmental 

Resources 

 EPA 

 Environment Resources Information 

Technology Centre 

 Environment Protection Fund 
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21名、契約職員49名から成る。組織は、総務・計画室、天然資源環境モニタリング・分

析室、国際協力・インフォメーション室、プロジェクト管理・実施室の4部署から成る。

業務内容は、天然資源及び環境の管理に係るモニタリングと分析、天然資源及び環境に

関する情報とサービスの提供である。ハノイ市のプロジェクトとして、地下水汚染状況

の調査などにも取り組んでいる。検査と監査には必ず参加し、年間400カ所ほどに職員を

送っており、多いときには1日に6～7チームを派遣することもある。現場担当とラボ担当

は一応分かれているが、ラボの職員が現場に出向くこともある。 

４）水資源部 

水資源法の制定に伴い、多くの水資源管理に関する業務がDARDからDONREに移管さ

れた。現在、DARDの水資源部は農業用水のみ管轄し、それ以外はDONREの水資源部が

管轄する。ハノイ市では2005年にDARDから業務が移管され、本格的実施にはまだ弱い面

がある。 

 水資源部の主な業務は以下の3点である。 

・水資源開発と排水に関する許認可 

・法律の遵守のチェック、改善の指示 

・水資源開発、排出の許可証のフォーマットに関する各地方への通知 

 

水資源部では、本来申請されるべき水資源開発や排水の許可申請が、全体の10％程度

しか提出されていないと考えており、その原因として環境配慮への意識が遅れているこ

とと、罰金制度が不十分だったことを挙げている。Decree No.117/2009/ND-CPにより罰金

が10倍近く強化されたため、企業側も今まで以上に関心をもち、今後効果が上がってく

るのではないかと考えている。許可証の発行は2008年が45工場、2009年が47工場と少な

い。2010年はこれよりは増加の見込みである。水資源部の担当分野での検査項目は、水

資源開発許可を受けずに開発された地下水源や、不適切な排水量や排水水質を発見する

ことで、検査を強化して水資源管理の向上につなげたいと考えている。 

 

（３）インベントリー、モニタリング、インスペクション、コミュニケーションの現状とキャ

パシティ 

１）インベントリー 

EPAはインベントリー作成を主管すべきと考えているが、現時点では整備は進んでいな

い。それぞれの部署がもつ個別情報はあるが集約されていないため、環境管理への活用

が難しい状況にあり、情報の一元管理体制の構築が重要である。事業所の排水許可情報

は、インベントリー作成には活用されていない。汚濁源情報は現在、紙ベースや、表計

算ソフトのエクセルを使用した簡単なもののみ存在し、専用ソフトウェアはなく、情報

量としても十分ではない。EPAは汚濁源の全体把握と分類にインベントリーは有効である

という認識をもっており、整備して活用したいという考えである。ハノイ市に籍を置く

企業は1万社ほどあり、調査員による訪問調査ではカバーしきれないため、質問票による

調査の活用が必要である。 

２）モニタリング 

市内の湖沼で90地点、郊外の河川20地点、湖沼7地点、Hong川（紅河）40地点及び地下
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水水質観測8地点で定期モニタリングが実施されており、頻度は雨期と乾期の2回である。

観測項目は水域の特徴によって選択されている。モニタリング計画は毎年更新される。

ラボは放射線の測定を除く水質基準に設定されているすべての項目の測定が可能で、

VILASの認証を取得済みである。 

職員の絶対数の不足と、合併による広域化への対応に苦慮している模様である。特定

の、狭い地域での調査結果についてはまとめられているが、市全体や流域を見渡すよう

な広域の視点に立ったデータ分析は行われていない。職員の専門能力について、個別技

術はもっていてもデータ解釈能力が弱いため強化したいという意向が部長から述べられ

た。 

ラボはかなり多くの分析をこなしており経験は豊富である。最近取り組んでいるPOPs

（Persistent Organic Pollutants；残留性有機汚染物質）のGC-MS（ガスクロマトグラフ質量

分析計）による分析がうまくいっていないので、技術供与を受けたいという発言があっ

た。通常の化学分析技術については、OJT（On-the-Job Training；オンザジョブ・トレーニ

ング）による教育訓練が実施されている。 

以上のことから、図化を含めた広域のモニタリング結果の取りまとめ能力と、データ

解釈能力の強化が重要であると考えられる。 

３）インスペクション 

年間実施される検査は250～270件、監査は30～40件程度で、監査を実施した場合はほ

とんどのケースで処罰につながっている。年間の検査計画はEPAが作成し、工業団地も対

象に含まれている。ハノイ市ではDOITは検査及び監査にはかかわらないとのことである。

また、検査も監査も、事前通告なしで行うケースもあるとのことで、他のDONREに比べ、

インスペクションの実施面では先進的である。排水許可の情報も水資源部から取得され、

検査計画策定に活用されている。EPAは、人材・機材（ポータブル現場測定用機材）の不

足、企業情報等データのアップデートの遅れが原因でインスペクションが不十分である

と考えている。また、クラフトヴィレッジのような零細な事業者については、それぞれ

の規模が小さすぎて管理が難しく、排水料金も徴収できず、汚染管理が難しいと考えら

れている。 

監査部からは人手不足による監査計画の未達成と、市で実施できる活動の限界につい

て説明があった。ハノイ市の職員の能力向上も重要としつつ、実際に環境管理の最前線

にいる県や区レベルの職員の能力のボトムアップがより重要と認識されている。しかし、

県や区職員へのハノイ市による研修プログラムは環境管理に関しては実施されておらず、

今後の課題である。 

４）コミュニケーション 

ハノイDONREでは啓発活動を重視しており、いろいろな団体を通じたプロパガンダな

どを実施している。新聞テレビ等のメディアには環境に関する情報を流しているが、啓

発を目的とした番組をもちたいと考えており、試験的にケーブルテレビを通じて小学校

向けの環境教育番組を放映したことがある。現在は予算の問題で継続していない。小学

校用啓発資料なども作成しているが、これも予算不足のため3年間で4校しか配布できて

いない。企業向けの啓発活動では、環境法やISO14001に関する研修、ハノイ市内の河川

や湖沼の再生案の募集、クリーナープロダクションなどの特定な話題についてのプログ
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ラムを行ってきた。環境啓発には大変意欲的だが、予算によって活動が制限されている

状況である。 

 

（４）アクションプラン 

ハノイDONREが考える今回のプロジェクトを通じて獲得したい能力と活動に係る主な

C/Pは以下のとおりである。 

    
 プロジェクトを通じて獲得したい能力 C/P 

インベントリー ・汚濁源インベントリーの作成 
・汚濁源管理のためのデータベース化 

EPA、水資源部 

モニタリング ・モニタリング結果の信頼性向上と、適切なモニ

タリング計画策定 
・モニタリンク結果の評価、解釈能力の強化 
・化学分析能力（POPs） 

CENMA 

インスペクション ・インスペクション計画策定能力、実務能力、管

理のためのリスト作成能力の強化 
・水質事故対応手法の情報共有 

EPA、監査部、水資源部 

 

なお、活動の優先度はインベントリー、インスペクション、モニタリングの順である。 

    

１）インベントリー 

インベントリーに関する活動は次のようなものが挙げられている。既存資料をレビュー

して、汚濁源インベントリーのフォーマット作成とデータ収集、及びデータベース化を図

る。データは効果的なインスペクション実施に役立つものをめざし、汚濁源の評価にも

つながるものとする。また継続的なアップデートを実施していく。 

２）インスペクション 

インスペクションは、現場での実施能力向上と、水質事故対応や環境トラブル対応な

どの能力開発が期待されている。最終的には予算が確保できるかどうか分からないため

にアクションプランから除かれたが、監査部は区や県レベルの環境担当者のレベルアッ

プを重要視しており、当初はその底上げを図る活動が盛り込まれていた。本プロジェク

ト実施期間では下位自治体を巻き込むのは無理かもしれないが、将来的に市レベルから、

区や県レベルの職員の能力向上に普及する流れを念頭に置くべきと思われる。 

３）モニタリング 

モニタリングについては、重要度に応じた水源のクラス分けと主要汚濁源の特定を行

い、モニタリング計画の策定を行い実施する。モニタリングの品質管理状況と信頼性の

アセスメントを実施し、向上を図る。また、化学分析技術としてPOPsの分析能力向上が

盛り込まれた。モニタリングについては優先度が低いが、技術水準が高いため緊急に強

化が必要とは考えられていないためであろう。 

 

（５）成果3に係る活動 

ハノイDONREは、対象となっている5つのDONREのなかでも、先進的で実力も高いこと

から、成果3の取り組みを実施するDONREとして考えられてきた。成果3とは「対象DONRE
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における効果的な水汚染対策を策定する能力が強化される」で、パイロット地域を指定し

て、効果的な水質汚濁対策のための対策案骨子を策定する活動である。本調査では、成果3

に係る活動の実施意欲の確認と、パイロット地域についての情報収集及びハノイDONREと

考えを擦り合わせるための協議を行った。ハノイDONREとして成果3の活動の実施意欲はあ

り、パイロット実施地域としてはNhue川流域を選びたいという考えが述べられた。Nhue川

は国家プロジェクトである流域環境保全プロジェクトの対象河川であり、また、ADB（Asian 

Development Bank；アジア開発銀行）のファンドでMONREの水資源管理局（Department of 

Water Resource Management：DWRM）とICEM4によって実施された“Day/Nhue River Basin 

Pollution Sources Study”で対象流域となっている。DONREとしては、これよりも、限定され

た規模で集中した調査を行いたい考えがあり、成果3の活動に適合すると考えたようである。

今までの他プロジェクトの成果の蓄積の活用も期待できるため、調査団としては候補地と

して異論はなかった。一方、調査団から、日本側が想定しているパイロット地域の規模や

条件ついて説明を行ったところ、DONREから同意を得られ、今後、Nhue川で適切な場所を

探し、情報収集に取りかかる旨合意された。 

 

３－２－５ ハイフォン市 

（１）所管地域の地理的特徴、汚染問題 

ハイフォン市（Hai Phong City）は、ハノイ市と同じく中央直轄市で、「ベ」国北部、Hong

川（紅河）の下流に位置し、ハノイから約100kmの距離である。面積1,520.7km²、人口は

1,841,700人（2009年4月）で、ホーチミン、ハノイに次ぐ「ベ」国3番目の都市である。海

に面する古くからの港湾都市で、ハイフォン港の改修は日本のODAで行われた。外国投資

の受け入れ、工業団地の導入に積極的で、「ベ」国北部のゲートウエイとして先進的な位置

にある。ハノイ～ハイフォン高速道路建設、島への架橋、工業団地・住宅団地建設、ハノ

イ～ハイフォン鉄道の改善、空港施設の改善などの大規模プロジェクトが進行中である。

工業生産額では全国6番目にある。行政区域は市区7区、郊外県8県ある。 

工場からの排水や生活排水の多くが未処理のまま河川に排出され、水質汚濁が進んでお

り、Cam川やBach Dang川のように水運による油分の流出などの深刻な水質汚濁が発生して

いる河川もある。農業活動による肥料や農薬による汚染も無視できないと考えられている。

都市域の下水道は1954年以前に敷設されたもので、老朽化が進み、更新と新設が喫緊の課

題である。十分な排水量がないため、度重なる洪水を引き起こしている。都市域に存在す

る池沼は下水の流入による有機汚濁が進み、溶存酸素が乏しく、硫化水素のガスを発生し

ている状況にある。工業の発展が急速に進んでいるため、工業排水による汚染が将来的に

不安視されている。 

円借款で、ハイフォン都市環境改善計画（第二期）が実施されており、下水・排水施設

（下水管網・下水処理場・排水路改修等）及び廃棄物回収施設（廃棄物埋立地、廃棄物回

収車等）を整備し、水質改善及び浸水被害の軽減等を目的としている。 

 

                                            
4 国際環境マネジメントセンター（International Centre for Environmental Management）：ベトナムとオーストラリアに拠点を置く独立公

益法人 
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（２）ハイフォンDONREの体制 

ハイフォンDONREの組織図を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－７ ハイフォンDONREの組織図 

 

１）EPA 

職員は13名で、博士が1名、マスター取得者が7名いる。環境保護法の遵守状況の確認

のための検査計画を立案、実施している。検査で問題が発見された場合には企業に対し

て助言を行う。監査部主催の監査にも同行する。 

２）モニタリングセンター 

分析担当職員は17名で、そのうち3名のみが大学で化学専攻である。全体では35名であ

る。半独立採算で、人件費については10％のみが地方政府より補填される。民間企業か

らの分析依頼の方が行政の分析業務を大きく上回っている。また、企業と契約ベースで

水質モニタリングやコンサルティングを請け負っている。農薬の分析はVILASの認証取

得機関に外部委託している。 

３）監査部 

監査の計画と実施を担当する。監査の内容は、環境に限らない。監査は違反の摘発を

目的としており、検査よりも厳しいものである。形式上はDONREの下部組織であるが、

他部門と若干異なった立場でやや独立性が高く、PPCの指示を直接受ける。 
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（３）インベントリー、モニタリング、インスペクション、コミュニケーションの現状とキャ

パシティ 

１）インベントリー 

EPAと水資源部が企業のリストをもっているが、それは排水課徴金を支払っている企業、

EIAや環境保全に係るプロジェクトから得られた情報、有害廃棄物排出企業などの情報の

寄せ集めであり、包括的に汚濁源を管理するためのものではない。3年前に始まったイン

ベントリー整備プロジェクトの結果が、今年末または来年初めには総括される予定であ

るが、所定のガイドラインや基準に基づいて枠組みや様式を開発しているわけではない。

予算内で、また把握できる範囲内での実施であり、全体が把握できているかどうかは明

らかではない。実務は外部に委託して実施しており、その管理は評議会が実施し、受託

業者が出したインベントリー作成計画を承認し、様式を決定した後に業者が、代表的な

セクターや業種に対し試行インベントリーを実施する。プロジェクトの内容は以下のと

おりである。 

・調査対象汚濁源の選定方法 

・調査実施計画策定 

・汚染負荷量のアセスメント 

・汚濁源の地図化 

・管理ソフトの構築 

 

毎年管内で多数の企業が設立されることもあり、継続的なインベントリー整備のため

の予算が確保されない限り、企業情報の更新は困難である。 

現在実施中のインベントリー整備プロジェクトの成果がどのようなものになるのか確

認が必要であるが、DONREとしては全容把握にはまだ不十分であるという認識をもって

いる。汚濁源を管理するための包括的なインベントリーを整備し、それに基づいて汚濁

源の重要度を分類して環境管理につなげたいという希望をもっているがまだ実施には至

っていない状況である。 

２）モニタリング 

モニタリング地点は、湖沼と用水路に12カ所、河川では、Da Do川、Re川及びGia川の3

河川の上・中・下流の各3カ所について2～3カ月ごとにモニタリングを実施している。こ

の3河川は水源として使われている河川が選ばれたものであり、河川の大きさや汚染の深

刻度などは考慮されていない。モニタリング項目は、水温、pH、塩分、濁度、DO（溶存

酸素量）、TSS（総浮遊物質量）、COD（化学的酸素要求量）、BOD（生物学的酸素要求量）、

アンモニア、硝酸イオン、大腸菌群、油分、カドミウム、鉛及び亜鉛である。モニタリ

ング地点数をもっと増やしたいという希望があるが、予算がつかないため実施できてい

ない。また、モニタリング地点の選び方、実施頻度などについては科学的根拠に基づい

たものではなく経験則でやっているので、正式に学びたいと考えている。 

モニタリング結果は毎年PPCに報告される。ラボの分析機材の多くはVCEP5プロジェク

トで導入されたもので、老朽化が進んでおり、更新が望まれている。 

                                            
5 ベトナム・カナダ環境プロジェクト（Vietnam-Canada Environment Project） 

 



－47－ 

環境水のモニタリング地点が少なく、また地点の設定も、通常は合流点などを考慮し

て行うものであるが、そのような配慮が十分なされたものとは見えなかった。事実、イ

ンタビューでは、科学的な根拠に基づくモニタリング網を構築したい旨が述べられ、そ

のための研修に対する期待が寄せられている。モニタリングに対する予算が少なく、規

模の拡張が難しい状況にあり、プロジェクトによるてこ入れが期待されている。化学分

析については、2007年にVILASの認証を取得し、2010年現在まで更新されている。2009

年5月にはISO9001：2008を取得し、取得範囲は環境保全のコンサルタント（環境モニタ

リング、環境アセスメント、リーガルコンプライアンス）及びコンサルティングサービ

ス業（環境モニタリング、環境分析、環境アセスメント）である。ISOの認証取得にはマ

ネジメント体制の確立と文書管理が必要なので、これらはISOを満たすだけのレベルに達

していると考えられる。2009年調査時には金属類はすべて外部委託していたが、AASを

新規購入し、金属も測定できる設備が整った。しかし、銅、カドミウム、亜鉛、鉄、鉛

の5項目のみしか測定できず、まだ十分活用できていない。モニタリング結果は毎年報告

書を作成しPPCに提出されているが、一般への公表はされていない。 

３）インスペクション 

EPAが検査、監査部が監査を担当する。検査の目的は、環境法令の遵守状況やEIAや環

境保護公約で約束された環境保全活動の実施状況の確認、対象企業の環境に関する最新

情報の収集などである。また、今までの環境管理活動の効果のアセスメントも行う。年

間検査計画に従って、20企業以上について実施している。監査は、年間監査計画に従っ

て20企業程度に対して実施され、違反摘発を目的として行う。計画外のインスペクショ

ンは、MONREと共同で実施したことがある。 

インスペクション実施にあたっての、重要度の分類や優先度づけがなされておらず、

これからの課題である。 

４）コミュニケーション 

毎年、世界環境デーやアースデーなどの環境に関する記念日に合わせて、環境に関す

るプロパガンダ活動を実施している。また、DONRE主導で、ハイフォン市内全域での清

掃デーを開催した。企業向けには、「持続的発展のための企業フォーラム」や、セミナー

の実施、研修コースの開催も行っている。新聞・テレビなどのメディアによる広報が実

施されている。 

2005年に環境保護法が施行されてから、定期的に環境に関する研修コースを開催して

きた。県や区、町村レベルの環境担当職員向けへの環境保護法に関する研修、クリーナ

ープロダクションや有害廃棄物に関する企業向け研修、退役軍人会や婦人会、青年団な

ど向けの研修など多くのプログラムを実施している。 
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（４）アクションプラン 

ハイフォンDONREが考える今回のプロジェクトを通じて獲得したい能力と活動に係る主

なC/Pは以下のとおりである。 

    

 プロジェクトを通じて獲得したい能力 C/P 

インベントリー 汚濁源へのアプローチ方法、継続的データ更新 EPA、Center for 
Information and 
Environmental Resources 

モニタリング モニタリング計画の見直しと実施、分析技術向上 HACEM6 

インスペクション 研修によるインスペクション実施能力の向上 監査部、EPA 

 

１）インベントリー 

インベントリーに関する活動は以下のとおりである。 

・現状のインベントリーフォームを見直し、改訂を行い、それに基づいて調査を実施

する。 

・収集した情報に基づいて重要汚濁源を整理する。 

・定期的に調査と更新を続けて活動を定着させる。 

・インベントリー情報を地図化して汚濁源マップを作成する。 

 

インベントリーに関しては、整備プロジェクトが外部委託により実施中であり、その

結果を最大限に活用するべきである。インベントリーに関する活動に限らないが、どこ

まで外部委託し、どこまでDONREの業務として内部化するかについて、プロジェクト開

始時に十分な議論が必要と考えられる。 

２）モニタリング 

モニタリングについては、ラボから機材の更新が繰り返し希望されていたが、最終的

にプロジェクト活動は現在のキャパシティと予算でできる範囲で実施する旨了承された。

ただし、C/P予算が十分配分されれば、活動の拡大も可能である。アクションプランには、

水源の重要度によるカテゴリ分けに基づくモニタリング計画の策定とその実施、ラボの

品質管理と信頼性のアセスメント、モニタリング結果の解釈と報告書作成に関する能力

向上が挙げられた。 

３）インスペクション 

インスペクションについては、初年度にインスペクション実施に関する法令等の見直

しとインスペクション計画の策定が挙げられ、2年次以降には、効果的なインスペクショ

ン実施のための研修とそれに基づく実施、さらに法律や実施細則などの指針となる文書

を公表するとしている。 

 

                                            
6 ハイフォン市環境モニタリングセンター（Hai Phong Center for Environmental Monitoring） 
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３－２－６ 地方DONREまとめ 

（１）インスペクションについて 

日本では区別がないが、「ベ」国でいう“インスペクション”には検査と監査があり、一

般に検査はEPAが担当するが、監査は監査部が担当して実施し、排水だけでなく、土地やそ

の他の監査対象について同時に監査に入ることが多いようである。監査及び検査は環境保

護法とインスペクション法を根拠として実施される。 

立入検査／監査の実施方法について典型的な例としてハイフォンDONREのケースを以下に示す。 

１）検査 

EPAが担当する。年間計画を作っている。検査は実施の3日前までに立ち入り先に通告

する必要があり、また年間2回までと制限されている。検査は、あくまでも法の遵守状況

の確認であり、違反摘発を目的としたものではない。問題が発見された場合には、「アド

バイス」を行い、改善を指導する。おおむね、日本の行政指導（指導、勧告、助言）に

相当し、行政処分相当（改善命令、停止命令、ライセンス取り消し、罰則適用）までは

行わない。法制度としては、検査であっても罰則規定の適用は可能となっているが、こ

こからはインスペクション部の関与（権限が付与された部署の関与）が必要であると推

察される。 

２）監査 

監査部が担当する。監査は、環境に関する違反摘発だけを目的とするものではなく、

土地や水資源開発などの監査もあり、対象としては土地に関するものが多いようである。

環境と土地の監査を同時に行うといった複合監査もある。やはり年間計画があるが、定

期（年2回）だけでなく、計画によらない不定期、臨時の監査を実施することが可能であ

る。監査は実施の7日前までに通告する必要がある。 

環境に関する監査は、検査でのアドバイスが奏功しなかった場合や、あまりに悪質な

場合（環境汚染の悪質度に関する明確な基準は、「ベ」国の法制度では未整備）に、EPA

から報告がDONREの長に上がり、DONREの長がPPCに報告するとともにインスペクショ

ン部に監査の実施を指示する。告発があった場合も同様である。インスペクション部は、

形式上はDONREの部署であるが実質的にはややDONREから独立したPPC寄りの第三者

機関的な性格が強い。つまり法制度だけではなく、PPCのガバナンスの影響を受ける。 

３）環境警察が行う取締り 

環境警察はいついかなる時も予告なしに立ち入り（監査でも検査でもなく捜査権の発

動）を実施することができる。彼らの立ち入りはCriminal Law（刑法）に基づくものであ

るが、ハイフォンDONREでは摘発後の処分はPPCに委ねられ、検査及び監査の場合と同

様に環境保護に関する違反罰則規定（Decree No.117/2009ND-CP）に基づきPPCにより処

分がなされる。 

４）監査・検査の実施班編制 

監査・検査の実施にあたっては、通常、EPAや監査部単独ではなく班が編制される。班

の構成メンバーは、監査・検査の対象や内容によって変わり、またDONREごとの違いも

大きいようである。検査は通常EPA、水資源部、モニタリングセンターが主メンバーで、

監査は監査部と関係者による。立入先が存在する県や区などの自治体の環境担当者も同

行する。また、DONRE によってはDOIT（産業通商局）やDARD（農業農村開発局）を
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同行することもある。また、常に環境警察を同行するというところもあるし、環境警察

とは距離を置いているところもある。 

    

ハノイのように検査と監査が一体的に運用されているDONREもあるが、活動が分かれ

ているDONREもあり、DONREによって活動の実施形態が異なる分野であるため、現状の

把握がまず重要である。工業団地の立ち入りについても、ハノイのようにDOITの関与が

ないケースと、DOITが同行するケースがある。また、必ず環境警察を同行するという

DONREもある。検査・監査の実施体制はDONREの独自色が強く出る分野である。ホーチ

ミンのように監査部に環境部門があり、専門性のある監査実施のための体制が整備され

ているDONREがある一方、ハノイのように、監査部の職員が地域で担当を分けられ、す

べての分野の監査を担当しなくてはならないDONREもある。ただ、どのDONREでも必ず

聞かれたのは、職員数の絶対的不足と、実効性に対する疑問についての声であった。検

査の結果、改善の指示があったとしても実施されないなど、同じ企業が違反を繰り返す

例もあり、検査や監査が抜本的な改善につながらないという悩みが多く聞かれた。ただ

し、2009年に出されたDecree No.117/2009/ND-CPにより罰則規定が厳しくなったために、

そのような状況は徐々に改善されつつあるようである。 

 

（２）インベントリーについて 

インベントリーの作成が最も進んでいるのはホーチミンDONREである。一方、他の

DONREでも、各部署の必要に応じたリストは存在している。 

インベントリーに求めるものは、EPA（排水課徴金、環境法遵守管理）、水資源部（排水

許可証、水資源許可証管理）、監査部（違反の摘発）、モニタリング部（排水検査・水質モ

ニタリング）というそれぞれの部署の活動の目的に見合うものであり、これらを統合した

ものが望ましいのか、あるいはそれぞれの特質は残したまま情報を共有する体制整備の方

が良いのかは、DONREによって状況が異なると考えられる。 

 

（３）モニタリングについて 

現在モニタリングセンターが存在するのは、ハノイ、ハイフォン、バリアブンタウの3つ

のDONREで、フエはセンターを建設中、ホーチミンは引き続き外部委託でモニタリングを

行う計画である。モニタリングの実施状況については、密度や頻度にDONRE間で大きな違

いがある。汚濁源の分布とリンクしたモニタリング計画策定と、結果の解釈能力向上は、

すべてのDONREで課題とされた。 

 

（４）インフォメーション 

世界環境デーなどに合わせたイベントは多くのDONREで実施されている。また、企業や

区・県などの環境担当向けの研修プログラムを実施しているところも多い。どのDONREも

啓発活動を重要と考えており、マスメディアを通じた一般への普及を行いたいという希望

をもっているが、財政的な問題で実現できていないところが大半である。バリアブンタウ

のように、他プロジェクトでいろいろな啓発プログラムを実施し、効果があったと考えて

いるところでも、持続のための予算獲得は難しいようである。 
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第４章 実施上の留意事項 
 

４－１ 成果2の全体的留意事項 

４－１－１ 成果2のDONREの活動計画をTentativeとした事由 

「ベ」国側が準備するC/P予算が現時点で確保されていないこと、DONREの主体性を尊重し

DONREが毎年作成するモニタリングやインスペクション計画に従ってルーティンワークを行う

こととしていることなどにかんがみ、現時点で活動計画の内容とその規模を確定し得ないこと

から活動計画をTentativeなものとした。 

 

４－１－２ Tentative Action Plan of Output 2の指標の十分な検討 

各DONREの主体性を尊重した結果でもあるが、各DONREにより指標の設定に相当の差異があ

ること、また達成困難と思われる目標を設定しているケースもあるため、より適正な指標の検

討を専門家チームとDONREで協議して適切と判断される指標にする必要がある。 

なお、指標のうち、いくつかの数字目標はDONREが提示したままとしている。これはDONRE

が目標として維持していくことが望ましいと日本側も判断したもの、または、達成できること

を確認したものである。 

 

４－１－３ 各DONREにおける実情とDONREのキャパシティの十分な把握 

「ベ」国における環境行政はいろいろな面で過渡期であり、次々と施行される政令やMONRE

からの省令が十分読みこなせているか、そしてそれが実施されているかも、地方によって差が

大きい。PPC傘下の他部署（例えばDOITやDARD）との業務分担があいまいな例も見られる。

DONREの規模の大きさによって、仕事の中身も大きく異なっており、アウトプットは同じでも

活動の形態がDONRE間で異なることも考えられる。外部委託の考え方も同様で、何をDONRE

自身で行い、何を外部委託するかについて、共通理解が必要である。それぞれのDONREの実情

をよく理解して、それぞれに合った業務実施内容を検討することは極めて重要である。 

また、活動を実施するにあたっては、各DONREの能力を十分把握したうえで活動を行う必要

がある。各DONREの現況能力は現地調査をした感触ではかなり開きがあり、フエは初期段階、

ハイフォンは発展段階にあり、ハノイ、ホーチミン、バリアブンタオは応用段階を迎えている

との感触を得た。具体的には、フエとホーチミンを比較した場合、フエでは環境モニタリング

の考え方や環境モニタリングポイントの設定ができず基礎的な知識の充実が活動の中心になる

と考える。一方、ホーチミンでは環境モニタリングの考え方を理解しており、活動では既存の

環境モニタリングデータを活用した水質汚濁対策のための基礎データ（汚濁負荷量の算出等）

の解析・整理が活動の中心になると想定される。このように、各DONREの能力に格差があるた

め、現況の能力を十分把握し、適宜活動計画を見直しながら、各DONREの確実な能力の向上を

図る必要がある。 

 

４－１－４ ルーティンワークはDONRE、ルーティンワークの質と能力向上支援はJICA 

モニタリング、インスペクションの活動はDONREが主体的に行うルーティンワークであり、

さらに、汚濁源インベントリへのデータの記入についてもフォーマットが出来上がれば、それ

以降はDONREが主体的に行うルーティンワークとなる。JICAの協力の重点は、これら活動の質
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を向上させること、そしてそのために必要なツール（データベース、汚濁源インベントリのフ

ォーマット、関連ソフトなど）の整備を支援し、これらを使いこなし、最終的には行政施策に

生かすための能力（knowledge、skill、ability）を身につけさせることにある。 

行政施策に生かすための能力（knowledge、skill、ability）を身につけさせるためにルーティン

ワークの質の向上させる、そのための現場での指導、重層的な研修（基礎・理論・実践課題に

基づく演習・政策応用等）を通じた指導を、DONREのニーズ及び現在の能力に配慮しデザイン

し実施する。 

 

４－１－５ DONREが展開する活動の質の不断なる向上 

「ベ」国における水環境管理に関する施策の急速な展開を踏まえれば、DONREに対する

MONRE、PPCの要求はこの数年ますます強まると考えられる。DONREがこのような要求に応え

ようとし、本プロジェクトに主体的、積極的に参画すれば、彼らの能力は急速に向上すると考

えられる。専門家チームはMONRE、PPCの施策の展開、DONREへの要求に常に目を配れるよう

円滑なコミュニケーションなどを通して工夫し、適切なインプットを彼らの業務、研修を通じ

与えるよう努めることが重要となる。 

特に次年度の活動計画の策定にあたっては、新たに身につけた能力の向上を計画に反映させ

ることが重要となる。 

 

４－１－６ 対象各DONRE共通課題と各DONRE固有課題に着目した研修教材の作成 

3要素に係る研修を各対象DONREのニーズ、現状能力に配慮しデザインし実施するが、研修の

効率を高めるために対象各DONREに共通する課題と固有の課題に着目し、共通課題の研修教材

は共通化する等効率化を図ることが望ましい。 

研修の教材は、研修後もDONRE関係者が参考として活用できるよう一元的な管理を行い、プ

ロジェクト終了後は担当部門に引き継ぐ。 

 

４－１－７ 対象各DONREの活動成果、経験の交流の場（成果1、成果5とも関連） 

・適当なタイミングで標記の場を設けること。 

・特に、成果1に関連する活動に関しては長期専門家、VEA/MONREと協議の上、企画し実施す

る。 

 

４－２ 成果2の各基礎要素の展開戦術 

４－２－１ モニタリング 

DONREが策定したモニタリング計画に沿って、DONREがルーティンワークとして環境水質モ

ニタリングを主体的に実施することを基本とする。 

上記を踏まえ、JICAの協力の重点は、以下の具体的活動を通じ、関係職員、組織の能力の向

上を図ることに置かれる。 

（１）モニタリングの全体プロセスのチェック及び必要に応じ現場での指導（ハノイ、バリア

ブンタウ、ハイフォン、フエ） 

（２）現行モニタリングに係る問題・課題の抽出・分析・改善方法の検討（対象各DONRE） 

（３）今まで蓄積されているモニタリングデータの解析指導（対象各DONRE） 
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（４）水質状況報告、教育・啓発・広報用のマテリアルの作成の基礎となる水環境関連情報の

総合的解析の指導 

（５）次年次のモニタリング計画策定支援（対象各DONRE）。なお、化学分析の技術指導は、

フエに関しては基礎、ハノイに関しては残留性有機汚染物質（POPs）分析の基礎を指導

する。 

    

MONREが統一的に進めているシステム（分析技術ガイドライン、QA/QC7、モニタリングデ

ータ基本的の加工、データベースの開発）に関連する活動についてはCEM/VEA8と緊密に連携し

て協力する。CEM/VEAが開発している関連手続きガイドライン、技術マニュアル等に加え、

CEM/VEAのDONREに対する指導計画とその実施計画を把握しておくこと。特に、対象各DONRE

に対してCEM/VEAが指導を行う計画がある場合は、CEM/VEAに主体的に取り組んでもらうこと

が望ましい。 

上記（３）解析指導については、行政施策への活用を常に認識しながら、基礎研修、実例解

析研修、応用研修等を対象DONREのニーズと能力のレベルを踏まえ、適宜組み合わせて実施す

る。 

第1年次の協力は、上記JICA協力の重点のうち、（１）、（２）、（３）及び（５）を取り上げて

実施することが望ましい。また、CEM/VEAと連携して行う活動の中でもデータベースの開発は、

（３）モニタリングデータの解析に影響するものであり、早めに現行データベースのチェック、

必要な改善等を行うことが望ましい。 

第2年次の協力活動は“Tentative Action Plan of Output 2”に盛り込まれている活動を基本とする

が、第1年次の活動のパフォーマンスを踏まえ、専門家チームとDONREで十分協議し優先順位、

実施手法等を決める。ただし、モニタリングデータの解析指導については本格的に行い、DONRE

が管轄地域の水質汚濁の現状、特性を的確に把握し、行政施策への反映を検討する能力の向上

に資するよう研修の企画を入念に行い、実施する。 

モニタリングデータの解析結果を活用し、環境啓発（成果4）に生かすことは重要である。先

ずはDONREが自信をもって世に問えるような解析を行うことが必要である。解析結果の公表に

ついてはDONREにより対応方針、実施経験が異なるため、同方針と自主性を尊重し適宜支援す

る。 

 

〔ホーチミンに関する特記事項〕 

ホーチミンに関しては採水のみをEPAが行いサンプルの分析は外部委託しているので、現場指

導は採水のみで、外部分析委託におけるQA/QCのポイント、モニタリングデータの応用解析、

行政への活用手法に力点を置いた研修を企画し実施する。また、ホーチミンは市の北西に位置

するTan Quy cluster -Thau Cai channel, An Ha で3要素に基づく統合的水環境管理を展開する計画

である。モニタリングデータの解析もこれを念頭に、水質と汚濁負荷の関係等、かなりのレベ

ルの解析を追求する。 

 

                                            
7 Quality Assurance/Quality Control；品質保証・品質管理 
8 Center for Environmental Monitoring, VEA；ベトナム環境総局環境モニタリングセンター 
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４－２－２ インスペクション 

DONRE/PPCが策定したインスペクション計画に沿って、DONREがルーティンワークとして主

体的に実施することを基本とする。 

上記を踏まえ、JICA協力の重点は、以下の具体的活動を通じ、関係職員、組織の能力の向上

を図ることに置かれる。 

（１）インスペクションの全体プロセスのチェック、問題・課題の抽出・解析指導 

（２）今までの企業に対する技術指導、行政措置の効果・限界の解析指導 

（３）上記（１）、（２）から研修の課題を抽出し、研修の企画・実施 

（４）次年次のインスペクション計画策定支援（対象各DONRE） 

 

上記の研修に関しては、各DONREから提出されたTentative Action Plan of Output 2（付属資料2

参照）の5）JICA協力で獲得したい能力、7）年次計画で掲げられている活動を参照し、知識、

技能、対企業行政指導能力といった視点で重層的な研修を企画し、実施する。 

今後、排水処理施設の設置がかなりのスピードで進むと思われ、排水処理施設の運転稼働の

抜本的改善は対象各DONREの緊要な課題である。また、ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、バ

リアブンタウでは、DONREとしての技術的な知見や指導経験の蓄積とともに、より進んだ排水

処理に関する知識が求められている9。これらも考慮し研修を企画する。なおIET/VAST10に対す

るJICA協力で作成された排水処理のガイドライン、さらに施設に対応した排水処理マニュアル

を適切に活用する。 

 

４－２－３ インベントリー 

（１）フォーマット案の作成とテスト 

DONREでは、多様な汚濁源情報を別々のフォームで分散的に管理しており、統一的にま

とめられていないことから、これらのフォームを統一しつつ、それぞれの固有の目的（EIA、

排水許可、排水課徴金徴収、Decision No. 67関連四半期報告等）にも沿う汚濁源インベント

リーをもちたいという強い希望がある。 

本調査の協議では、「すべてを一つのフォーマットでカバーしたのでは情報量が膨大にな

り、かえって使いにくくなる。むしろ、共通部分を核に、それに各DONREの固有の目的に

添った部分をリンクさせるようなフォーマットがよいのではないか」と示唆した。 

実際のフォーマット案のデザインにあたっては現行の多様な汚濁源情報のフォーマット

を分析し、DONREの希望を分析し、適切なフォーマット案をデザインすることが肝要であ

る。この際、少なくともCOD（化学的酸素要求量）を対象に汚濁源排出負荷量算定を行い

得るデザインとする。また算定した排出負荷量が妥当かどうかチェックする必要がある場

合は、例えば、排出源単位、処理施設の処理効率等を用いてチェックすることが望ましい。

また、汚濁源インベントリー情報を基に作成する汚濁源地図の要求も適切にフォーマット

                                            
9 IET/VAST に対する JICA プロジェクトで実施した全国 DONRE ワークショップ（2010 年月 5～6 月。於・ハノイ；88 名参加、

ホーチミン；84 名参加, ダナン；54 名参加）において水質モニタリングマニュアル、排水処理ガイドライン、排水処理適性

技術マニュアルの紹介が行われた。ホーチミン DONRE からは先進国の排水処理技術、最新の情報の紹介を強く要望する意見

が出されている。また、本調査におけるハノイ DONRE との協議でも、企業への指導を行うために一歩進んだ排水処理技術の

知識がぜひほしい、との意見が出された。 
10 Institute of Environment Technology, Vietnamese Academy of Science and Technology；ベトナム科学技術アカデミー環境技術研究所 
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に反映させる。 

フォーマット案は実際の情報を記入し、使いやすいさとともに当初の目的に沿ったもの

かどうかのテストを行い、有効性を検証する。テストは、①既存データを適宜抽出して行

う、②それが不十分な場合は（このケースが多いと思われる）questionnaire surveyを行う（バ

リアブンタウDONREでは第1年次に100社を対象に実施する計画。ホーチミンDONREに関し

ては第1年次にTan Quy cluster -Thau Cai channel, An Ha地域30程度の企業を対象に実施する

計画）ことにより得られる情報を用いテストする。 

上記プロセスを経てフォーマットの最終化を図る。 

 

〔留意点〕 

インベントリーの整備が遅れているDONREが多いが、インベントリー情報として、水資

源管理のために使用したい水資源部、汚濁源管理に使用したいEPA、インスペクション実施

に役立てたい監査部及びEPAと、目的とするところに違いがあるためフォーマットの決定に

は十分な議論が必要である。データベース化や地理情報システム（Geographic Information 

System：GIS）による情報整理は技術的にはそれほど困難なことではなく、むしろ管理が難

しいと考えられる。情報共有や修正、相互アップデートの仕組み作りが期待される。 

本プロジェクトでは、水環境管理をうたっているが、現時点で対象と考えているのは表

流水のみで、調査の中でDONREには地下水や海水は対象外と説明している。本プロジェク

トの対象となる5つのDONREのうち4つが海に面しており、沿岸の水質管理も重要ではある

が、本プロジェクトではスコープ外とする。 

 

（２）フォーマットの活用に関する研修 

フォーマットへのデータの記入という基礎から、政策手段としての活用というレベルま

で重層的な研修を企画し、実施する。 

また、関連するソフトウェアなどの分かりやすいinstruction manual等を必要に応じて作成

する。 

 

（３）汚濁源地図の作成 

使用ソフトウェア（ArcViewなどの基本的なGISソフトウェア）を用い、表計算ソフトの

エクセルで作成された汚濁源に関連する情報を地図化する。汚濁源の地図化は汚濁源イン

ベントリー情報に対応したものとなる。したがって、汚濁源インベントリーの充実度に合

わせて逐次汚濁源地図の充実を図る対応をとることが肝要である。これを踏まえ調査団で

は必要最低限の情報表示が可能な基本的な地図情報の作成から始めることを勧め、多くの

DONREの活動計画でもこのような対応をとりつつ随時充実を図ることとしている。この必

要最低限の地図情報のイメージは各DONREとよく協議して具体化すること。 

 

〔ホーチミンDONREに関する特記事項〕 

ホーチミンDONREでは汚濁源インベントリー情報の整備を既に行っており、1,500企業の

データが入力されている。また環境水質モニタリングに関しては20ポイントで毎年計画的

に実施し、インスペクションに関しては毎年およそ200～300事業所を対象に計画的に実施
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している。このように、3要素の活動の規模に関しては拡大する要素は少なく、質もかなり

のレベルに到達している。最大の課題は、ホーチミンDONREが自ら指摘しているように、

既存の（豊富な）データを解析し、行政施策に生かすことである。 

このような状況を踏まえ、ホーチミンDONREは3要素をTan Quy cluster -Thau Cai channel, 

An Haで統合的に展開する計画を提示した11。 

すなわち、汚濁源インベントリーのフォーマットのテストを標記地区の汚濁源を対象に

実施。テストにあたっては、上述の第1年次に続き、第2年次にはTan Phu Trung Industrial Zone

（およそ30工場を調査対象）を対象にquestionnaire surveyを実施し、右データを記入し、フ

ォーマットを検証し、フォーマット最終版を作成する計画となっている。 

ホーチミンDONREにおける統合的展開にあたっては作成される汚濁源インベントリーが

インスペクションを支援するような関係、またインスペクション結果が汚濁源インベント

リーの充実と効用に資するような関係が求められる。このような方向性も考慮しフォーマ

ットのデザインを検討することが望ましい。 

 

４－３ 成果3の留意事項 

ADBが先行して水環境対策の調査を行ったヌエ川の流域で候補地が選定される公算が強いため、

具体的候補地が選定された時点で、成果に係る活動内容の精査を行うこととする。 

ADBによる調査データが本プロジェクトの成果3の目的である“効果的な対策計画のアウトラ

インを策定する”に必要なかなりの量と質をもったデータを提供する場合には、①全体の調査の

テンポを速める、②水質と汚濁負荷量の関係を検討する定量的負荷解析（水質モデルを用いる）

の準備を行う、などの検討を行う。 

                                            
11 ホーチミン DONRE の Tentative Action Plan of Output 2 の 4）Plan to get the capacity in object では In addition to（1),（2）and（3）

Based on the achievement of project activities, DONRE expects to 1. Find the solution to improve the environmental management 

capacity in Tan Quy cluster and 2. To expand this achievement to similar areas in the city.としている。これを踏まえ、ホーチミン

DONRE における 3 要素の展開は個別的に行うのでなく、統合的な視点をもって行い、必要とされる諸対策の検討という一

歩踏み込んだ検討をホーチミン DONRE が行い得るような支援を行うこと。 
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添付３
DONREの基礎力強化に係る3要素(3 Elements) と4段階(4 Stages)の能力向上マトリックス

作成：2010 Sep.10
環境水質モニタリング(Ambient

Water Quality Monitoring)
排水規制遵守チェックのためのインスペク
ション                             (Inspection to

Check Compliance with Eflluent Water
Quality Regulations)

水質汚染源インベントリー
(Pollution Source Inventory)

期待される、3要素の成果の環境政
策、広報への活用

第４段階
（高度）

●PPC/DONREが考える主要水域
(important water bodies)の80%以上
をカバー する広範なモニタリング対
象水域が定められ、これに基づきモ
ニタリング計画を策定し、実施
●分析ラボはVILAS, ISO-　17025等
の認証をえておりデータの高い信頼
性を確保

●工場団地を含む主要汚染源リスト作成
●主要汚染源リストおよび排水規制違反実
績等を基礎にインスペクション計画を作成
し、計画的に実施
●工場団地の工場に対する排水規制遵守
インスペクションの結果を所管組織より入手
し、管轄地域の主要汚染源の排水基準順
守状況を把握

●主要汚染源リスト記載工場に加え
中規模以上の工場(factory of which
size is more than middle size) もカ
バーしたWPSIを整備　　［注］中規模
工場に対してはQuestionnaire survey
等を実施　　　　　　　　　　　　　　●工
場団地の工場の関連情報もWPSIに
含まれている
●WPSI記載工場のCOD,BOD,有害
物質(harmful substances)の年間排出
負荷量を算定

●DONREにおける正確な環境水質
状況、工場における対策の進展と課
題に関する解析がMONREに集中し、
MONREでの国家レベルでの政策検
討、環境基準、排水基準等の基準の
見直し、制度の改善に活かされる

●モニタリングデータの確定に際し、
エラーの飛び込み、異常値への対応
等の体制を十分整備
●異常水質の発生に対し、速やかな
対応が図られる体制を整備
(establish an action procedure)

●サンプルの分析はVILAS等取得の信頼
性の高い分析機関で実施
●インスペクション結果に加え工場の自主
報告も参考にし、重要汚染源に対し年間を
通じた排水基準順守状況を把握

●インスペクション結果、EIA情報、
Decree67四半期排出量報告等工場
自主報告情報を追加し、毎年更新

●信頼性の高い環境データと分かり
やすい環境情報により地域住民の環
境への理解と関心が高まると同時に
企業の公害対策(pollution control)・
環境保全(environmental protection)
意識が向上する。

●モニタリング結果はCEM/VEA,
PPCに送付。必要に応じモニタリング
結果に対するDONREの解釈を添付
●モニタリングの結果およびDONRE
以外の組織が実施したモニタリング
データも適宜活用し、管轄地域の主
要水域の水質状況、特性等を総合
的に解析した水質状況報告書を作
成
●一般向けの分かりやすい水質情報
の提供

●相当数の工場に対し対策技術のアドバイ
ス(technical advice )を与えている
●苦情や告発があった場合速やかにインス
ペクションを行う手続き(procedures for
action) を整備
●排水処理施設設置の工場に対し排水処
理施設の年間稼働状況を把握
●排水規制順守・違反の要因分析、順守
率の推移等の解析を行い、インスペクション
に基づく対策措置(administrative
measures )の効果を検討
●インスペクションで得た最新情報を汚染
源インベントリーに追加

●工場団地の工場も含む充実した汚
染源地図を作成

●プロビンスの水環境管理計画の策
定に資する。
●管轄地域の主要汚染源と水質の
関連を汚染源地図上に水質モニタリ
ング情報を重ね合わせることにより、
汚染排出量と水質のある程度定量的
な関係性の解析が可能となり、より効
果的な対策の検討が可能となる。
●上記検討を踏まえ、プロビンスに於
ける5か年計画等の諸計画に適正な
環境対策を組み入れることが可能と
なる。

第３段階 ●PPC/DONREが考える主要水域
(important water bodies)の60%程度
をカバー
●モニタリングの地点、パラメー
ター、頻度は水質基準順守の判定を
行うに足るレベルを確保
●分析ラボはVILAS, ISO-　17025等
の認証をえておりデータの高い信頼
性を確保

●主要汚染源リスト(a list of major polution
sources)を作成
●主要汚染源リストおよび排水規制違反実
績等を基礎にインスペクション計画を作成
し、計画的に実施
●サンプルの分析はVILAS等取得の信頼
性の高い分析機関で実施

●主要汚染源リスト記載工場を中心
に工場の充実した情報を取り纏めた
WPSIを整備　［注］充実した情報＝第
１、第２段階の基礎情報に加え、排出
汚染物質濃度、排水量［日平均、年
間）、処理施設年間稼働時間等を追
加　　　　　　　　　　　●工場団地の工
場はWPSIに含まれていない

●管轄地域の主要汚染水域の幾つ
かに対し汚染源地図と水質モニタリン
グ情報を活用し、定量的には不十分
だが少なくとも定性的な、汚染源と水
質の関係性の解析が可能となり、より
効果的な対策の検討が可能となる

●モニタリングデータの確定に際し、
エラーの飛び込み、異常値への対応
を適宜実施

●相当数の工場に対し対策技術のアドバイ
ス(technical advice) を与えている
●苦情や告発があった場合、一定期間後
の対応も含め、その70%程度に対しインスペ
クション等で対応

●インスペクション結果、EIA情報、
Decision67四半期排出量報告
(quarterly report according to
Decision 67)等工場自主報告情報を
追加し、毎年更新
●WPSI記載工場のBOD, COD、有害
物質(harmful substances)の年間排出
量を把握

●管轄地域の幾つかの主要汚染水
域に対する、より効果的な汚染対策
措置の検討に資する　　［注］より効果
的な汚染対策措置＝対象水域の汚
染源に対する Stringent Effluent
Water Quality Standard等

●モニタリング結果はCEM/VEA,
PPCに送付。必要に応じモニタリング
結果に対するDONREの解釈を添付
●モニタリングの結果を総合的に解
析した水質状況報告書( a Report on
State of the Water Pollution ) を作成

●排水処理施設設置の工場に対し排水処
理施設の年間稼働状況を把握
●排水規制順守・違反の要因分析、順守
率の推移等の解析を行い、インスペクション
に基づく対策措置(administrative
measures )の効果を検討

●簡易な汚染源地図をより充実させ
た汚染源地図を作成　［注）より充実さ
せた汚染源地図＝簡易な汚染源地
図の情報に加え concentration of
wastewater, olume of discharged
wastewater, pollution load of COD /
BOD / harmful substance を適当縮
尺の地図上にプロット

●Brochure, leaflet等を用いた一般
向けの分かりやすい水質情報の提供

第２段階 ●PPC, DONREが考える主要水域
(important water bodies) の30%程度
をカバー
●モニタリングの地点、パラメー
ター、頻度は水質基準達成
(attainment of water quality
standard) の判定を行うに足るレベル
●分析ラボはMONREのCircular 10
によるQA/QCを受け良好な成績を
収めている

●主要汚染源リスト(a list of major
polution sources) (第１段階の重大汚染源リ
ストを拡大し、DONREが考える主要汚染源
を含む）を作成
●主要汚染源リストおよび排水規制違反実
績等を基礎にインスペクション計画を作成
し、計画的に実施
●幾つかの工場に対し対策技術のアドバイ
ス(technical advice )を与えている

●主要汚染源リスト記載工場を中心
に工場の基礎データを取り纏めた簡
易なWPSIを整備
●工場団地の工場はWPSIに含まれ
ていない
●WPSI記載工場のBOD, COD、有害
物質(harmful substances )の年間排出
量を把握

●モニタリング結果はCEM/VEA,
PPCに送付
●モニタリングの結果を取り纏めた簡
易な水質状況報告書(a brief report
on State of the Water Pollution) を作
成

●簡易な汚染源地図( a simple
pollution source map)を作成　［注）簡
易な汚染源地図＝ location, type of
industry, discharge or not discharge
harmful substance, existence or non-
existence of wastewater treatment
facilityを適当縮尺地図上に表示

第１段階
（基礎）

●重要水域(most important water
bodies) に限定しモニタリング実施
●モニタリングの地点、パラメー
ター、頻度も不十分
●BOD, COD, SS等はDONREラボ
で、重金属、有害物質は外注
●モニタリング結果はCEM/VEA、
PPCに報告

●重大汚染源リスト(a list of critical
pollution sources) ［Decision64対象＋
Province固有の重大汚染源(critical
pollution sources)）作成
●重大汚染源リストの中から毎年のインスペ
クション対象工場を選定、実施計画作成、
実施計画に基づきEfWQCI実施
●工場に対し対策技術のアドバイス
(technical advice) は与えていない

●重大汚染源リスト(a list of critical
pollution sources) 記載工場を中心に
工場の基礎データを取り纏めた簡易
なWPSIを整備　［注］基礎データ＝
Location of factory, name of factory,
number of employee, production type,
type of raw material, the volume of
production, volume of water use, the
existence/non-existence of
wastewater treatment facility,
discharge points of effluent water,
volume of discharged wastewater

●水質状況報告書は未作成 ●工場団地の工場はWPSIに含まれ
ていない
●工場のBOD, CODの年間排出量の
算定はしていない



添付4：対象DONREの比較表

検査主担当/監査主担 活動内容 環境警察との関係 活動状況 現況情報整理方法 モニタリングセン モニタリング実施状
フエ ・検査はDONREの各部

のEPA、水資源部、イ

ンスペクション局が

行っている。

・監査は、インスペク

ション部のみ行ってい

る。

・検査はDONREの各部

の視点（EPAー排水課

徴金算定とEIAの内容

と一致しているかの観

点、水資源部ー排出権

許可の観点、インスペ

クション局ー現状の確

認）から行っている。

・監査は、インスペク

ション部のみが行い罰

則の適用の視点から

行っている。

・DONREの監査結果

に基づき、犯罪とし

て立証することが決

定された場合捜査を

開始する。

・汚染源インベント

リーは作成していな

い。

・EPAは排水課徴金算定

とEIA及び環境保護合意

企業のデータを収集し

ている。

・水資源部は排水許可

を取得した企業の情報

を収集している。

・DONREの各部では

データは収集（書

類の保管）してい

るが、リスト形式

での整理は行われ

ていない。

・現在建設中で

2011年6月に建設完

了予定である。

・現在分析はVILAS

を取得している機

関に外注してい

る。

・EPAが環境モニタ

リングを実施してい

る。

バリアブンタ

ウ

・検査はEPAが主催

し、水資源部、インス

ペクション局、モニタ

リングセンターが同行

する。

・監査は、インスペク

ション部が主催し、

EPAや関係機関が同行

する。

・検査は各企業も法律

遵守状況をチェックす

るために実施する。検

査は2日前の通知が必

要である。

・検査で問題が発見さ

れた場合で悪質な場合

は、DONRE所長の指示

で監査が実施される。

監査は7日前の通知が

必要。監査が実施され

る場合はほぼ間違いな

く、罰則適用になる。

・検査にも監査に

も、環境警察は常に

同行する。

・企業リストのみ存在

する。すべての企業が

網羅されているわけで

はない。

・水資源部は排水許可

証を取得した企業の情

報を収集している。

・検査・監査の結果は

反映されない。

・汚染源マップがSEMLA

プロジェクトでMap

Infoで作成されたが、

DONREに使える技術者は

いない。ソフトのライ

センスもない。

・DONREの各部で

データを別個に収

集している。

・水資源部では、

主要汚染源をプ

ロットした汚染源

マップを持ってい

るが、アップデー

トする能力がな

い。（データは存

在）

・モニタリングセ

ンターはVILAS取得

済み

・拡大の予定はな

い

・GCとAAS（化学分

析機器）による分

析技術のリクエス

トあり。（機材は

あるが使えていな

い）

・モニタリング地

点マップがSEMLAプ

ロジェクトでMap

Infoで作成された

が、使える技術者

はいない ソフト

・モニタリングセン

ターが環境モニタリ

ングを担当し、サン

プリングと分析を担

当している。

ホーチミン ・検査はDONREの各部

の環境管理部、水資

源・鉱物資源部、イン

スペクション局及び外

局のEPAが行ってい

る。

・監査は、インスペク

ション部のみ行ってい

る。

・検査はDONREの各部

の視点（EPAー排水課

徴金算定の観点、環境

管理部ーEIAの内容と

一致しているかの観

点、水資源・鉱物資源

部ー排出権許可の観

点、インスペクション

局ー現状の確認）から

行っている。

・監査は、インスペク

ション部のみが行い罰

則の適用の視点から

行っている。

・DONREの検査・監

査は、許認可内容の

順守の観点から行

い、環境警察は違反

の発見を目的に捜査

を行う。

・定期的な立ち入り

捜査においてはイン

スペクション部と立

ち入り先が重ならな

いように調整してい

る。

・ＥＰＡはDONREに委託

され汚染源インベント

リを作成している。

データは自主報告と戸

別訪問による聞き取り

確認調査により収集し

ている。

・環境管理部は、EIA及

び環境保護合意企業の

データを収集してい

る。

・水資源・鉱物資源部

は排水許可を取得した

企業の情報を収集して

いる。

・ＥＰＡは汚染源

インベントリを作

成している。

・各部で各目的の

ためにリストを作

成している（例え

ば環境管理部はEIA

の情報、水資源部

は排水許可に関す

る情報（水質・水

量）など）。

・分析センターは

ない。

・水質分析はEPAが

サンプリングを行

い、サンプルした

データはEPAが分析

をVILASを取得した

外部の分析機関に委

託している。

ハノイ ・検査・監査は主催者

が異なるだけで（検査

はEPA、監査はインス

ペクション部）,メン

バーも実施内容も殆ど

変わらない。

・通常は排水だけでな

く他の項目（土地な

ど）も同時に検査・監

査を実施している。

・工業団地内の検査・

監査についてはDOITは

関与せずDONREのみが

担当している。

・検査・監査には合併

後拡大地区も含まれて

いるがまだ不十分であ

る。

・検査も監査も予告な

しで実施することもあ

る。

・市の活動には限界が

あり、区や郡レベルの

実務者今日聞くが重要

と考えている

・環境警察とは全く

別々に活動してい

る。

・各部署が調査目的に

応じたリストを随時作

成しており、データと

して統合されていな

い。

・個別のデータは

紙、エクセル、

ワードなどで整理

されている。デー

タベース化したい

という希望があ

る。

・モニタリングセ

ンターはVILAS取得

済みである。

・GC-MS（化学分析

機器）によるPOPs

の分析技術のリク

エストあり。（機

材はあるが使えて

いない）

・水質モニタリング

はモニタリングセン

ターが担当し、サン

プリングおよび分析

を実施している。定

期モニタリングは、

湖沼、河川、地下水

が対象である。それ

以外はプロジェクト

ベースで集中的なモ

ニタリングを実施し

ている。

・合併後拡大地域も

含まれている。

ハイフォン ・検査はEPAが主催

し、水資源部、インス

ペクション部、モニタ

リングセンターが同行

する。

・監査は、インスペク

ション部が主催し、

EPAや関係機関が同行

する。

・工業団地については

DOITが主催する。

・検査は各企業も法律

遵守状況をチェックす

るために実施する。検

査は2日前の通知が必

要である。

・検査で問題が発見さ

れた場合で悪質な場合

は、DONRE所長の指示

で監査が実施される。

監査は7日前の通知が

必要である。

・環境警察はDONRE

とは別の組織なので

プロジェクト活動に

は含まれないと感が

手いるという回答を

口頭で得たが、アク

ションプランのC/P

には含まれているの

で、確認が必要であ

る。

・３年前に始まったイ

ンベントリ整備プロ

ジェクトの結果が、来

年初めには総括される

予定であるが、所定の

ガイドラインや基準に

基づいて枠組みや様式

を開発しているわけで

はない。予算内で、ま

た把握できる範囲内で

の実施であり、全体が

把握できているかは明

らかではない。実務は

外注で実施。評議会が

あって業者が出したイ

ンベントリ作成計画を

承認し 業者がそれに

・各部署で、それ

ぞれの目的のため

のリストは所持し

ている（排水許可

証、EIAに基づく情

報など）

・モニタリングセ

ンターはVILAS取得

済み

・AAS（化学分析機

器）による金属の

分析技術のリクエ

ストあり。（機材

はあるが使えてい

ない）

・水質モニタリング

はモニタリングセン

ターが担当し、サン

プリングおよび分析

を実施している。定

期モニタリングは表

流水については3河

川×3カ所で限定的

（水源として利用さ

れている河川のみ）

に行われている。

インスペクション インベントリ モニタリング











添付６：収集資料リスト 

 

1. フエモニタリングポイント 

2. フエ分析センタ―予算書 

3. ホーチミン環境モニタリングの概要 

4. ホーチミン企業情報収集表 

5. ホーチミン DONRE の役割（HP より翻訳） 

6. ハノイモニタリングセンター（CENMA）概要  

7. ハノイ監査・検査結果と違反対応 

8. ハノイ汚染を起こした企業リスト 

9. ハノイ重大な汚染を起こした企業リスト 

10. ハノイ排水許可の手続き 

11. ハノイ排水許可申請書 

12. ハノイ排水許可申請書の添付資料 

13. ハノイ排水許可証 

14. ハノイ排水許可報告書 

15. ハノイ地下水開発許可の手続き 

16. ハノイ地下水開発許可申請書 

17. ハノイ地下水開発許可報告書 

18. BRVT 環境戦略 

19. BRVT2009 年監査計画 

19-2.BEVT2009 年監査計画（英訳） 

20. BRVT 監査の決定 

21. BRVT 監査の報告書 

22. BRVT 監査の書式 

23. BRVT 検査報告書 

24. BRVT における環境保全のための体制 

25. BRVT 環境保護のための決定 

26. BRVT EPA の業務分掌 

26-2.BRVT EPA の業務分掌（英訳） 

27. BRVT EPA の責任と権限 

27-2. BRVT EPA の責任と権限（英訳） 

28. BRVT 汚染源リスト 

29. BRVT 環境管理される企業 

30. BRVT における工業活動に対する汚染管理計画 

31. BRVT ラボ分析項目リスト 



32. BRVT ラボ機材リスト 

33. BRVT モニタリング計画 

34. BRVT モニタリング項目水質 

35. BRVT 組織図 

36. ハイフォン モニタリング報告書（目次・結語・提言のみ英訳） 

37. ハイフォン 水質分析項目と使用機材リスト 

38. ハイフォン 開発中のインベントリフォーマット 

39. Circular No.08/2009/TT-BTNMT のコピー  

The environmental management and protection of economic zones, hi-tech 

parks, industrial parks and industrial complexes.  工業団地の環境問題への介

入について 
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